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第 2 号様式（第 6 条第 1 項）  

 

有料老人ホーム重要事項説明書（グランクレール藤が丘シニアレジデンス） 

 

                           作成日 2021 年 7 月 1 日 

 

1． 事業主体概要 

事業主体名 東急不動産株式会社 

代表者名 代表取締役  岡田 正志 

所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 

電話番号／ＦＡＸ番号 03-6455-1121/03-6416-1867 

ホームページアドレス http://www.tokyu-land.co.jp/ 

資本金(基本財産) 600億円 

主な出資者(出捐者)と 

その金額又は比率 
東急不動産ホールディングス株式会社 (100%) 

設立年月日 1953年12月17日 

直近の連結事業収支決

算額※ 
収益： 2,854億円 、 費用： 2,649億円 、 損益： 205億円 

会計監査人との契約 無・ 有（新日本有限責任監査法人） 

他の主な事業 分譲、賃貸 他 

※収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費＋一般管理費＋営業外費用、 

損益は経常利益とします。 

  

2． 施設概要 

施設名 

グランクレール藤が丘（以下「本施設」という。） 

本施設の 

構成 

①グランクレール藤が丘シニアレジデンス 

（以下「シニアレジデンス」といいます。） 

②グランクレール藤が丘ケアレジデンス 

（以下「ケアレジデンス」といいます。） 
 

本施設の 

類型及び 

表示事項 

類型 
1 介護付（一般型・外部サービス利用型）、 

2 住宅型、  3 健康型 

居住の権利形態 
1 利用権方式、  2 建物賃貸借方式、 

3 終身建物賃貸借方式 

入居時の要件 

1 自立、  2 要介護、  3 要支援・要介護、 

4 自立・要支援・要介護 

（※シニアレジデンスにおいては「１自立」） 
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介護保険 

1 市指定介護保険特定施設 

(番号 1473701595、 指定年月日 2006年8月1日) 

  介護専用型・混合型・混合型（外部サービス利用型）・地域密着型・ 

介護予防・介護予防（外部サービス利用型） 

2 介護保険在宅サービス利用可 

居室区分 1 全室個室（夫婦等居室含む）、  2 相部屋あり 

介護に関わる職員体制 2 ： 1  以上 

提携ホームの利用等 

1 提携ホーム利用可 

（グランクレール藤が丘ケアレジデンス 

・グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンス) 

※シニアレジデンスのみ 

2 提携ホーム移行型（                 ） 

本施設の開設年月日 2006年8月10日 

本施設の管理者氏名 石井  聡 

本施設の所在地 神奈川県横浜市青葉区藤が丘一丁目37番地1 

本 施 設 の 電 話 番 号 ／

FAX番号 
045-979-0646／045-979-0649 

メールアドレス ― 

交通の便 東急田園都市線「藤が丘」駅 徒歩2分 

ホームページアドレス http://www.grancreer.com/fujigaoka-senior/ 

本施設の敷地概要 

権利形態：―（建物賃借権に随伴する敷地使用権）  

(借地の場合の契約形態)： 通常借地契約・定期借地契約 

(借地の場合の契約期間)：     年  月  日～    年  月  日 

(通常借地契約における自動更新条項の有無)： 無・有 

敷地面積： 4,961.97㎡ 

本施設の建物概要 

権利形態： 所有 ・ 借家 

(借家の場合の契約形態)： 通常借家契約・定期借家契約 

(借家の場合の契約期間)： 2006年6月30日～2026年6月29日 

(通常借家契約における自動更新条項の有無)： 無・有 

建物の構造： 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、地下1階地上5階建、 

(耐火・準耐火・その他) 

延床面積： 10,961.76㎡ （うち有料老人ホーム10,217.95㎡） 

建築年月日： 2006年6月29日建築 

改築年月日：     年  月  日改築 

建築確認の用途指定： 有料老人ホーム・その他(    ) 
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本施設の居室 

（一般居室、介護居室）

の概要 

一般居室及び介護 

居室の総数： 128室 

(①一般居室（シニアレジデンス）： 80室 

②介護居室（ケアレジデンス） ： 48室) 

定員： 178 人 

（①シニアレジデンス： 120 人、②ケアレジデンス： 58 人） 

（内 訳） 定 員 室 数 面 積 

一般居室 
個室 80室 38.33㎡～67.83㎡ 

 うち 2 人入居 40室 53.35㎡～67.83㎡ 

介護居室 
個室 48室 18㎡ 

 うち 2 人入居 10室 36㎡ 
 

 

【シニアレジデンス】 

 

共用施設 

・設備の概要 

 

（設置箇所、面積、設

備の整備状況等） 

食堂 2 階     「ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ」 (約 163 ㎡) 

浴室 (一般浴

槽) 
2 階 男女各 1 ヶ所(約 117 ㎡) 

浴室 

リフト浴 ― 

ストレッチャー浴 ― 

便所 

(設置箇所) 

ﾛﾋﾞｰ階  

2 階    

共用ﾄｲﾚ 1ヶ所 

共用ﾄｲﾚ 1 ヶ所 

洗面設備 

(設置箇所) 

ﾛﾋﾞｰ階  

2 階    

共用ﾄｲﾚ 1ヶ所 

共用ﾄｲﾚ 1 ヶ所 

健康管理室 ― 

談話室 ﾛﾋﾞｰ階 「ﾛﾋﾞｰﾗｳﾝｼﾞ」 (244㎡) 

面談室 ﾛﾋﾞｰ階  「ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ」 2 ヶ所(ケア兼用)(各約 18 ㎡) 

事務室 ﾛﾋﾞｰ階 1 ヶ所（ケア兼用） 

洗濯室 ― 

汚物処理室 ― 

看護・介護職

員室 
― 

機能訓練室 
― 

他の共用施設との兼用 無・有（   ） 

健康 

・生きがい施設 

ﾛﾋﾞｰ階 

 

 

 

 

6 階 

「ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ」 1ヶ所(約26㎡) 

「ﾎｰﾙ」 1ヶ所(約120㎡) 

「AVﾙｰﾑ」 1ヶ所(約30㎡) 

「娯楽室」 1ヶ所(約30㎡) 

「和室」 1ヶ所(約19㎡) 

「足湯ｶﾞｰﾃﾞﾝ」 1 ヶ所（約 42 ㎡） 

エレベーター  2 基(うちｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入可１基) 

スプリンクラー 全館設置 
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居室のある区

域の廊下幅 
両手すり設置後の有効幅員（2.27ｍ） 

消防用設備等 

消火器 無・有 

自 動 火 災 報 知

設備 
無・有 

火災通報設備 無・有 

スプリンクラー 無・有 

防火管理者 無・有 

防災計画（水

害・土砂災害

を含む） 

無・有 

緊急通報装置等緊急 

連絡・安否確認 

生活安全センサー（一定時間以上水道の使用がない場合等に自動通

報）を各居室に、押しボタン式の緊急通報装置を下記箇所に設置してお

ります。 

通報を感知した場合には24時間体制でスタッフが対応致します。 

 

【居室内緊急通報装置設置場所】 

ﾄｲﾚ、浴室、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、洋室 

 

【共有部緊急通報装置設置場所】 

ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ、ﾎｰﾙ、共用ﾄｲﾚ、AVﾙｰﾑ、和室、ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ、ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、 

大浴場、脱衣室、足湯ｶﾞｰﾃﾞﾝ、廊下 

同一敷地内の併設施

設 

又は事業所等の概要 

名   称： 新緑ホームケアクリニック藤が丘 

開設主体： 医療法人社団 三喜会 

診療科目： 内科 ※テナントとして建物のﾛﾋﾞｰ階に設置（62.79 ㎡） 

有料老人ホーム事業

の 

提携ホーム及び 

提携内容 

① 名   称： グランクレール藤が丘ケアレジデンス 

事業主体： 東急不動産株式会社 

所   在： 神奈川県横浜市青葉区藤が丘一丁目37番地1 

提携内容： 要介護時の移り住み 

 

② 名   称： グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンス 

事業主体： 東急不動産株式会社 

所   在： 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目30番地2 

提携内容： 要介護時の移り住み 

 

【ケアレジデンス】 

 

共用施設 

・設備の概要 

 

（設置箇所、面積、

設備の整備状況等） 

食堂 

(応接室・談話室兼用) 

3階 

4階 

「ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ」 2ヶ所（計約147㎡） 

「ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ」 2ヶ所（計約147㎡） 

浴室 (一般浴槽) 
3階 

4 階 

「個別浴室」 2ヶ所（計約21㎡） 

「個別浴室」 2 ヶ所（計約 21 ㎡） 
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浴室 

リフト浴 
3、4 階 各１ヶ所(約 21 ㎡) 

ストレッチャー浴 2 階 1 ヶ所(約 30 ㎡） 

便所 

(設置箇所) 

ﾛﾋﾞｰ階 

2階 

3階 

4 階 

「共用ﾄｲﾚ」 1ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 1ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 3ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 3 ヶ所 

洗面設備 

(設置箇所) 

ﾛﾋﾞｰ階 

2階 

3階 

4 階 

「共用ﾄｲﾚ」 1ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 1ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 3ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 3 ヶ所 

健康管理室 ― 

談話室 

食堂 3 階 ｢ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ｣ 2 カ所(計約 147 ㎡) 

    4 階 ｢ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ｣ 2 カ所(計約 147 ㎡) 

ﾛﾋﾞｰ階 「ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ」 2 ヶ所(シニア兼用)  

(各約 18 ㎡) 

面談室 
ﾛﾋﾞｰ階 「ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ」 2 ヶ所(シニア兼用) (各約

18 ㎡) 

事務室 
ﾛ ﾋ ﾞ ｰ

階 
1 ヶ所（シニア兼用） 

洗濯室 2 階  1 ヶ所(約 20 ㎡) 

汚物処理室 
3階 

4 階 

「ｻﾆﾀﾘｰ」 1ヶ所 

「ｻﾆﾀﾘｰ」 1 ヶ所 

看護・介護職員室 
3階 

4 階 

「ﾏｻﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ」 1ヶ所 

「ﾏｻﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ」 1 ヶ所 

機能訓練室 
2 階    「ﾘﾊﾋﾞﾘﾙｰﾑ」 1 ヶ所 (約 44 ㎡) 

他の共用施設との兼用 無・有（   ） 

健康 

・生きがい施設 

2階 

3階 

5 階 

「ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ」  (約22㎡) 

「ｹｱｶﾞｰﾃﾞﾝ」「ｻｰﾋﾞｽｶﾞｰﾃﾞﾝ」（約179㎡） 

「ﾘﾊﾋﾞﾘｶﾞｰﾃﾞﾝ」（約 223 ㎡） 

エレベーター  2 基(うちｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入可 2 基) 

スプリンクラー 全館設置 

居室のある区域の 

廊下幅 
両手すり設置後の有効幅員（2.27ｍ） 

消防用設備等 

消火器 無・有 

自動火災報知設備 無・有 

火災通報設備 無・有 

スプリンクラー 無・有 

防火管理者 無・有 

防災計画（水害・土砂

災害を含む） 
無・有 
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緊 急 通 報 装 置 等  

緊急連絡・安否確認 

押しボタン式の緊急通報装置を下記箇所に設置しております。 

通報を感知した場合は24時間体制でスタッフが対応致します。 

 

【居室内緊急通報装置設置場所】 

ﾄｲﾚ、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、洋室、ｼｬﾜｰﾙｰﾑ 

 

【共有部緊急通報装置設置場所】 

浴室、機械浴室、脱衣所、ﾄｲﾚ、各屋上ｶﾞｰﾃﾞﾝ、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ･ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾙｰﾑ、廊下、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ 

同一敷地内の併設

施設又は事業所等の

概要 

名   称： 新緑ホームケアクリニック藤が丘 

開設主体： 医療法人社団 三喜会 

診療科目： 内科 ※テナントとして建物のﾛﾋﾞｰ階に設置（62.79 ㎡） 

有料老人ホーム事

業の提携ホーム及

び提携内容 

― 

 

3． 利用料 

（1）利用料の支払方式 

支払方式 前払方式  月払方式    選択方式 

入院による不在時における

利用料金（月額費用）の取

扱い 

1 減額なし 

2 日割り計算で減額 

3 入院により入居者がシニアレジデンスを連続して 30 日を超えて

不在にした場合には、31 日目以降不在日に係るサービス費につい

ては、1 ヶ月を 30 日として日割計算して得た 1 日あたりのサービス

費の額の半額分を減額します。入院により入居者が連続して 7 日を

超えて不在となった場合、8日目以降に係わる介護サービス費につ

いて 1 日あたり 1,100 円(うち本体価格 1,000 円、消費税 100 円)を

入居者に返還します（月払家賃及び管理費は減額なし。）。 

利用料金の

改定 

条件 

(1)月払家賃：次のいずれかに該当する場合 

① 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により月

払家賃の額が不相当となった場合 

② 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情

の変動により月払家賃の額が不相当になった場合 

③ 近傍同種の建物の家賃額に比較して、月払家賃の額が

不相当になった場合 

(2)管理費、サービス費、選択サービス費：サービス内容の変更等又

は維持管理費の増減等により、これらの費用が不相当となった場合 

手続き方法 
事業者は、消費者物価指数、雇用情勢その他の経済事情の変動

を勘案し、運営懇談会で入居者の意見を聴いた上で改定します。 
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（2） □ 前払方式 

費用の支払方法 

前払金： 銀行振込  

支払期限 2021 年  月  日 

 

月額費用： 口座引落 

支払期限 翌月分を当月 27 日まで 

(注) 入居日の属する月(以下「入居月」という。)分及び入居月の翌

月分の費用の支払期限は、入居月の 27 日まで(入居月の 27

日までに口座自動振替が完了しない場合は、入居月の翌月

の 27 日まで)とします。 

(注) 介護保険給付対象介護サービスに係る費用及び介護保険対

象外個別介護サービスに係る費用並びに介護サービス費以

外の選択サービス費は、前月分を当月 27 日までとします。 

敷金 無 ・ 有（           円 ※家賃相当額の 3 か月分）   

年齢に応じた金額設定 無 ・ 有 

前払金 
 法第29条第7項に規定される前払金  

総額                円 
 

 

算定の基礎 

（内訳） 

①  想定居住期間内の家賃相当額 

  円 

② 想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて 

事業者が受領する額 

  円 

算定にあたっては、厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導

指針（平成 27 年 3 月 30 老発 0330 第 3 号）及び事務連絡（平成 24 年

3 月 16 日付）で示された算式に基づき算定します。 

具体的な算定方法は別紙１で示します。 

前払金の償却期間及び

想定居住期間 
 ヶ月 （以下「想定居住期間」という。） 

想定居住期間内の 

家賃相当額の充当 

(以下｢償却｣という。)の

開始日 

      年    月    日  （入居日と同日） 

返還の対象とならない

額（想定居住期間を超

えて契約が継続する場

合に備えて事業者が受

領する額(非返還対象

分)）の有無 

無 ・ 有 

② 想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて 

事業者が受領する額 

 円 

 (前払金に占める割合      ％) 
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【入居者の想定居住期間内に、入居者の死亡又は入居契約の解除もし

くは解約により入居契約が終了する場合】 

①入居者又は身元引受人に、次の算定式に基づき算出される額を

前払金から返還します。 

《返還金算定式》(※1） 

1ヶ月分の家賃等の額(※2) 

×(入居契約終了日以降、入居者の想定居住期間満了日までの期間) 

（※1） 

入居契約終了日又は入居者の想定居住期間満了日が属する月

が1ヶ月に満たない場合には、1ヶ月を30日として日割計算した額と

し、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 

   （※2） 

１ヶ月分の家賃等の額は、想定居住期間内の家賃相当額を、入居者

の想定居住期間(月数)で割り返した額です(小数点以下切捨)。 

《算式》 

想定居住期間内の家賃相当額÷入居者の想定居住期間(月数) 

 

②入居者の想定居住期間経過後も入居契約が継続する場合の返還

金はありませんが、家賃相当額の追加徴収も行いません。 

 

【入居後3ヶ月が経過するまでの間に、入居者の死亡又は入居契約の

解除もしくは解約により入居契約が終了する場合】 

以下の算定式に基づき算定される額を前払金から返還します。 

《返還金算定式》（※1） 

前払金－（1日当たりの家賃等の額（※2） 

×入居日から起算して入居契約が終了した日までの日数） 

（※1） 

1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 

（※2） 

1日当たりの家賃等の額は、1ヶ月を30日として、次の算式により 

算出します。 

《算式》 

1日あたりの家賃等の額＝1ヶ月分の家賃等の額÷30日 

                   ＝想定居住期間内の家賃相当額 

    ÷入居者の想定居住期間(月数) 

÷30日 

介護費用の前払金 ― 

 算定の基礎（内訳） ― 

返還金の算定方法 ― 

返還の対象とならない

額の有無 
― 

初期償却の開始日 ― 
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月額費用 

【1 人入居の場合】 月額： 160,000 円 

【2 人入居の場合】 月額： 270,000 円 

※管理費＋サービス費の合計です。 

家賃相当額及び入居者の選択による利用料（下記月額費用に含

まれない実費負担等ご参照）は含まれません。 

 年齢に応じた金額設定 無 ・ 有 

要介護状態に応じた 

金額設定 
無 ・ 有 

料金プラン  
月額 

費用 

内訳 

家賃相当額 

（非課税） 

管理費 

（非課税） 

サービス費 

（課税） 
備考 

 
【1 人入居の場合】 160,000 円 ― 50,000 円 110,000 円 消費 

税率 

（10％） 【2 人入居の場合】 270,000 円 ― 50,000 円 220,000 円 

算定根拠 

家賃相当額 ― 

管理費  

共用施設、階段、廊下等の共用部分の維持管理に

必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持

費及び管理部門の人件費 

サービス費 

フロントサービス、生活相談サービス、安否確認サー

ビス、緊急対応サービス、生活支援サービス、アクテ

ィビティサービス、健康管理サービス等に関する費用 

月額費用に含まれない 

実費負担等  

入居者の選択による利用料  ※消費税率（10％） 

食費 

※軽減税率 

通常食を30日喫食の場合 

税込56,100円（51,000円＋税※5,100円） 

朝 税込440円（400円+税※40円） 

昼 税込550円（500円+税※50円） 

夕 税込 880 円（800 円+税※80 円） 

※軽減税率：ご入居者に提供する飲食料品（酒類を除

く）のうち、一食あたり 640 円（税抜き）以下且つ一日の

累計額が 1,920 円（税抜き）に達するまでのものは軽減

税率の適用対象となるものがございます。詳細はスタッ

フまでお尋ねください 

介護 

サービス費 

入居者が要支援又は要介護認定を受けて特定施設

入居者生活介護等利用契約を締結し、当該契約に

基づく特定施設入居者生活介護等サービスの提供

を受ける場合 

 

入居契約第18条第1項第1号に定める 

「介護保険給付対象介護サービス」 

：介護保険に係る介護保険利用者負担分を実費

負担 

 

入居契約第18条第1項第2号①に定める 

「介護保険対象外上乗せ介護サービス」 

：月額税込121,000円 

(110,000円＋税※11,000円) 
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入居契約第18第1項第2号②に定める 

「介護保険対象外個別サービス」 

：別紙3に表示された料金(消費税を含む。) 

駐車場 月額税込22,000円（20,000円＋税※2,000円） 

トランクルーム 月額税込2,200円（2,000円＋税※200円） 

光熱水費及び

電話代 

専用居室内の水道、電気、ガス、電話等の利用料は

管理規程の定めに従い別途実費負担 

各種放送受信

料、新聞代 

専用居室における各種放送受信料・新聞代等は、個

別契約等により各事業体にお支払いください 

その他 
医療機関で診察を受けた費用のうち、公費又は健康

保険で給付される以外の費用等 

上記以外の 

選択サービス費 
管理規程に定めます 

介護保険に係る 

利用料 

(適用を受ける場合は、 

市区町村から交付される「

介護保険負担割合証」に

記載された利用者負担の

割合に応じた額) 

①特定施設入居者生活介護 （1ヶ月30日の例） 

 月  額 利用者負担額（１割の場合） 

要介護1 204,291 円 20,430 円 

要介護2 227,521 円 22,753 円 

要介護3 252,145 円 25,215 円 

要介護4 274,657 円 27,466 円 

要介護5 298,937 円 29,894 円 

 

各種加算の状況 

身体拘束廃止取組の有無 （減算型・基準型） 

退院・退所時連携加算※ （無・有） 

入居継続支援加算 （無・有） 

生活機能向上連携加算 （無・有） 

個別機能訓練加算 （無・有） 
（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

夜間看護体制加算 （無・有） 

若年性認知症入居者受入加算 （無・有） 

医療機関連携加算 （無・有） 

口腔衛生管理体制加算 （無・有） 

栄養スクリーニング加算 （無・有） 

看取り介護加算※ （無・有） 

認知症専門ケア加算 （無・有） 
（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 （無・有） 

（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

（Ⅲ） 
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介護職員処遇改善加算 （無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

介護職員等特定処遇改善加算 （無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

※個別の状況に応じて発生する加算のため、①特定施設入居者生活

介護 (1 ヶ月 30 日の例)に含まれておりません。 

 

②介護予防特定施設入居者生活介護 （1ヶ月30日の例） 

区分 月  額 利用者負担額（1割の場合） 

要支援1 75,522 円 7,553 円 

要支援2 120,910 円 12,091 円 

各種加算の状況 

身体拘束廃止取組の有無 (減算型・基準型） 

生活機能向上連携加算 (無・有） 

個別機能訓練加算  (無・有） 
（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

若年性認知症入居者受入加算 (無・有） 

医療機関連携加算   (無・有） 

口腔衛生管理体制加算 (無・有） 

栄養スクリーニング加算 (無・有） 

認知症専門ケア加算 (無・有） 
（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 (無・有） 

（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算 (無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 
Ⅳ 

Ⅴ 

介護職員等特定処遇改善加算 （無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 
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（3） □ 月払方式 

費用の支払方法 

敷金： 銀行振込  

支払期限 年     月      日 

 

月額費用： 口座引落 

支払期限  翌月分を当月 27 日まで 

(注) 入居月分及び入居月の翌月分の費用の支払期限は、入居

月の 27 日まで(入居月の 27 日までに口座自動振替が完了し

ない場合は、入居月の翌月の 27 日まで)とします。 

(注) 介護保険給付対象介護サービスに係る費用及び介護保険

対象外個別介護サービスに係る費用並びに介護サービス費

以外の選択サービス費は、前月分を当月 27 日までとします。 

 

敷金 無 ・ 有  ( 円 ※月払家賃の 3 ヶ月分) 

月額費用 

【1 人入居の場合】 月額： 406,000 円 ～ 588,000 円 

【2 人入居の場合】 月額： 579,000 円 ～ 698,000 円 

※月払家賃＋管理費＋サービス費の合計です。 

入居者の選択による利用料（下記月額費用に含まれない実費 

負担等ご参照）は含まれません。 

 年齢に応じた 

金額設定 
無 ・ 有 

要介護状態に応じた 

金額設定 
無 ・ 有 

料金プラン  
月額 

費用 

内訳 

月払家賃 

（非課税） 

管理費 

（非課税） 

サービス費 

（課税） 
備考 

 

【1 人入居

の場合】 

最低 406,000 円 246,000 円 50,000 円 110,000 円 

消費 

税率 

（10％） 

最高 588,000 円 428,000 円 50,000 円 110,000 円 

標準 495,000 円 335,000 円 50,000 円 110,000 円 

【2 人入居

の場合】 

最低 579,000 円 309,000,円 50,000 円 220,000 円 

最高 698,000 円 428,000 円 50,000 円 220,000 円 

標準 605,000 円 335,000 円 50,000 円 220,000 円 

 

算定根拠 

月払家賃 専用居室1室の使用の対価 

管理費  前払方式に同じ 

サービス費 前払方式に同じ 

月額費用に含まれない 

実費負担等  
前払方式に同じ 

介護保険に係る利用料 

(適用を受ける場合は、市区町村から交

付される「介護保険負担割合証」に記載

された利用者負担の割合に応じた額) 

前払方式に同じ 
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（4）共通事項 

改定ルール 

（勘案する要素及び 

改定手続等） 

3．利用料 (1)利用料の支払方式 「利用料金の改定」に記載の通り。 

前払金の返還債務の 

保全措置 

無 ・ 有 

保全措置の内容( 不動産信用保証株式会社との間で保証委託契

約を締結することで、保全措置を講じています。 ) 

無の場合の理由(              ) 

サービスの提供に伴う事故

等が発生した場合の損害

賠償保険等への加入 

無 ・ 有  

有の場合の保険名 

（ 日本興亜損害保険「有料老人ホーム賠償責任保険」） 

消費税の対象外とする 

利用料等 
敷金、前払金、月払家賃、管理費、介護保険に係る利用者負担分 

短期利用の設定 

（短期利用特定施設 

入居者生活介護の 

届出の有無） 

無 ・ 有     

 

 

4． サービスの内容 

 （１）全体の方針 

運営に関する方針 入居契約及び管理規程に従って本施設の管

理運営を行い、良好な環境の保持に努めると

ともに、入居者の快適で充実した生活の実現

に努めます。 

サービスの提供内容に関する特色 入居者が快適で心身共に充実、安定した生

活を営めるよう、管理規程記載のサービスを

提供します。 

入浴、排せつ又は食事の介護 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

食事の提供 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

健康管理の供与 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

安否確認又は状況把握サービス １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

生活相談サービス １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

 

（２）サービスの内容 

月額費用（介護費用、 

光熱水費、月払家賃を 

除く。）に含まれる 

サービスの内容・頻度等 

管理費 

共用施設、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必

要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持

費、管理部門の人件費 

サービス費 

フロントサービス、生活相談サービス、安否確認サー

ビス、緊急対応サービス、生活支援サービス、アクティ

ビティサービス、健康管理サービス等 
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(介護予防)特定施設入居者生活介護に

よる保険給付及び介護サービス費により

ホームが提供する介護サービスの内容・

頻度等 

別紙 3「介護サービス等の一覧表」に定めます。 

月額費用に含まれない実費負担の 

必要なサービスとその利用料 

別紙 3｢介護サービス等の一覧表｣及び管理規程に記

載の通り 

一部又は全部の業務を 

委託する場合は委託先 

及び委託内容 

事業者は、施設の運営にあたり、下記業務を委託しています。 

管理運営（サービス

提供を含む。） 
株式会社東急イーライフデザイン 

上記受託者は、下記業務を再委託しています。 

設備保守 株式会社東急コミュニティー 

清掃 神鋼不動産ビルマネジメントサービス株式会社 

食事 株式会社グリーンヘルスケアサービス 

健康管理 医療法人社団 三喜会 
 

苦情解決の体制 

（相談窓口､責任者､ 

連絡先第三者機関の 

連絡先等） 

本施設の提供するサービスに対する苦情に関しては、下記窓口にお

いて書面等にて受付を致します。 

本施設フロント 045-979-0646 

株式会社東急イーライフデザイン 03-6455-1236 

上記窓口で解決しない場合は下記第三者機関に相談する事ができ

ます。 

（公社）全国有料老人ホーム協会 03-3272-3781 

横浜市健康福祉局高齢施設課 045-671-4117 

神奈川県国民健康保険団体連合会 045-329-3400 
 

事故発生時の対応 

（医療機関等との連携、 

家族等への連絡方法 

・説明等） 

本施設内での応急処置、協力医療機関等への搬送又は119番通報

により他の医療機関への搬送を行うとともに入居者の身元引受人、成

年後見人、家族及び地方自治体の関係部署へ連絡します。また事故

についての検証、再発防止策を講じます。 

 

事故発生の防止の為の 

指針 
無 ・ 有 

損害賠償 

（対応方針及び損害保険

契約の概要等） 

天災、地変、火災、盗難、器物破損、その他事業者の責に帰することの

できない事由に基づく事故又は事業者の行うシニアレジデンスの維持保

全に必要な工事等によるシニアレジデンスの使用停止等により入居者の

被った損害については、事業者は賠償責任を負いません。 

但し、事故などの理由により損害賠償責任を負う場合に備え損害保

険を付保するとともに事故発生時においては解決に向けて誠実に対

応致します。 

(公社)全国有料老人 

ホーム協会及び同協会

の入居者基金制度への

加入状況 

協会への加入 無 ・ 有 

入居者基金制度への加入 無 ・ 有 
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利用者アンケート調査、

意見箱等利用者の意見等

を把握する取組の状況 

 有 
実施日 常設 

結果の開示 有 無 

 無  

第三者による評価の実施

状況 

有 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 有 無 

 無  

 

5． 介護を行う場所等 

要介護時 (認知症を含

む。)に介護を行う場所 

事業者は、入居者との間で介護保険法及びその他の法令に定める｢

介護予防特定施設入居者生活介護｣又は｢特定施設入居者生活介

護｣(以下｢特定施設入居者生活介護等｣といいます。)の利用契約を

締結した場合、当該契約に基づき、別紙3に定める介護範囲の特定

施設入居者生活介護等サービスをシニアレジデンス内において提供

します。 

但し、特定施設入居者生活介護等の適切な提供にあたって、一時的

に、ケアレジデンスの介護居室において介護等を行うことがあります。 

この場合、事業者は、次の①から③に掲げる全ての手続きをとるもの

とします。それぞれの手続きは書面にて確認します。 

①事業者の指定する医師の意見を聴きます 

②入居者の意思を確認します 

③入居者の成年後見人又は身元引受人等の意見を聴きます 

 

6． 医療 

協力医療機関 

（又は嘱託医）の 

概要及び協力内容 

① 

名称 医療法人社団三喜会 新緑ﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ藤が丘 

診療科目 内科 

所在地 横浜市青葉区藤が丘一丁目 37 番地 1 

電話番号 電話：045-508-9161 

距離及び 

所要時間 
同一敷地内 

協力内容 健康相談、入居時健康診断、定期健康診断 他 

② 

名称 医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 

診療科目 

内科、外科、整形外科、婦人科、眼科、泌尿器科、 

皮膚科、消化器科、循環器科、麻酔科、放射線科、

呼吸器科、リハビリテーション科 

所在地 横浜市緑区十日市場町 1726 番 7 号 

電話番号 電話：045-984-2400 

距離及び 

所要時間 
約 3.6km 車で約 15 分 

協力内容 診察、入院等 



16 

 

協力歯科医療機関 

(又は嘱託医)の概要及び

協力内容 

 

名称 村田歯科医院 

所在地 横浜市青葉区榎が丘 26 番地 5 

電話番号 電話：045-981-1181 

距離及び 

所要時間 
約 1.4km 車で約 10 分 

協力内容 訪問歯科診療 

入居者が医療を要する 

場合の対応 

（入居者の意思確認、 

医師の判断、医療機関の

選定、費用負担、長期に

入院する場合の対応等） 

病気や怪我の治療は、入居者の任意の意思で、自己が自由に選択

した医療機関で受けて頂きます。 

医療費は健康保険の適用を受けてください。入居者の自己負担分及

び健康保険が適用されない場合は、入居者の負担となります。 

入院が長期にわたった場合でも入居契約は継続しますので、退院後

は入院前の居室に戻ることができます。なお、入院期間中も管理費

等の月額費用はお支払い頂きます。 

 

7 入居状況等 (2021 年 7 月 1 日現在) 

本施設における 

入居者数及び定員 

① 一般居室（シニアレジデンス）： 

60室・73人／80室（販売室数）・120人（定員） 

② 介護居室（ケアレジデンス）： 

44 室・45 人／48 室（販売室数）・58 人（定員） 

本施設における 

入居者の状況 

性別 男性： 35 人 、 女性： 83 人 

介護の 

要否別 

自立 42 人   

要介護 54 人 要支援 22 人 

 （内訳）  （内訳） 

要介護 1 24 人 要支援 1 13 人 

要介護 2 13 人 要支援 2 9 人 

要介護 3 7 人  

要介護 4 8 人 

要介護 5 2 人 

   

本施設入居者の 

平均年齢 
88.4 歳（男性 86.9 歳、女性 89.3 歳） 

シニアレジデンスに 

おける運営懇談会の 

開催状況 

(開催回数、設置者の 

役職員を除く参加者数、 

主な議題等) 

定期運営懇談会を年1回開催します。 

その他シニアレジデンスが必要と認めた場合、入居者からの要望

があり、シニアレジデンスが必要と認めた場合には、随時運営懇

談会を開催致します。 

 

 

【主な議題】 

①シニアレジデンスの前年度決算の報告 

②過去1年以内の時点におけるシニアレジデンスの運営状況、年

間の退去者数及び入居数の分布状況、要介護者等の状況、サ

ービスの提供状況、管理費・サービス費・食費等の収支状況並 
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びにシニアレジデンス全体の職員数・人員配置・職員の資格保有

の状況等の報告 

③サービス費及び選択サービス費等の改定 

④管理規程、細則等の諸規程の改定 

⑤各種契約関連書類の改定 

 

8． 本施設における職員体制        

（１）職種別の職員数等                           (2021 年 7 月 1 日現在) 

 職員数 

常勤換算後の人数 夜間勤務職員数 

（17:15～翌09:15） 

（最少人数） 

備  考 

（資格・委託等）  
うち自立 

対応 

従
業
者

内
訳 

 

支配人 1 (―)     

副支配人 1 (―)    介護福祉士 

介護長 1 (―)    
介護サービス部門 

責任者、介護福祉士 

生活相談員 1 (―)    

社会福祉士、介護支

援専門員、介護福祉

士 

直接処遇職員 33 (3) 29.2 ― 4(2)  

 
介護職員 27 (2) 23.6 ― 3(2) 

介護福祉士、ホーム

ヘルパー1級・2級他 

看護職員 6 (1) 5.6 ― 1(1) 正看護師 

機能訓練指導員 1 (―)     

 

理学療法士 1 (―)     

作業療法士 0 (―)     

その他 ―     

計画作成担当者 1 (―)     

医師 ―     

看護師 1 (―)     

栄養士 1 (―)    給食会社へ委託 

調理員 3 (―)    給食会社へ委託 

事務職員 6 (―)    フロントスタッフ 

その他職員 6 (2)   2 
夜間管理スタッフ 

洗濯パート 

  合計 57 (5)   5  

※職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数を示します。 
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（２）職員の状況 

管理者 

他の職務との兼務 １  あり      ２  なし 

兼務に係る 

資格等 

１  あり 

 資格等の名称  

２  なし 

 
看護職員 介護職員 生活相談員 

機能訓練 

指導員 

計画作成 

担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度 1 年間の採用者数 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 

前年度 1 年間の退職者数 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

業
務

従
事

経
験
年
数 

応

職
員

人
数 

1 年未満 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 

1 年以上 

3 年未満 
2 1 5 0 0 0 0 0 1 0 

3 年以上 

5 年未満 
1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 

5 年以上 

10 年未満 
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

10 年以上 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

従業者の健康診断の実施状況 １  あり      ２  なし 

 

◯ケアレジデンスにおける要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制 

 
前々年度の 

平均値 

前年度の 

平均値 

今年度の 

平均値(※3) 

要支援者の人数 3.3 2.4 2.3 

要介護者の人数 39.8 41.3 44.0 

指定基準上の直接処遇職員の人数※1 21.5 28.08 29.21 

配置している直接処遇職員の人数※2 29.0 29.18 29.21 

要支援者・要介護者の合計数人に対する

配置直接処遇職員の人数の割合 
1.48：1 1.49：1 1.58：1 

常勤換算方法の考え方 常勤職員の週勤務時間 39時間で除して算出 

従業者の勤務体制の概要 

介護 

職員 

早番 
7：00  ～  16：00 

7：30  ～  16：30 

日勤 8：30  ～  17：30 

遅番 
10：00  ～  19：00 

11：00  ～  20：00 

夜勤 17：00  ～  10：00 

看護

職員  

日勤 8：30  ～  17：30 

夜勤 16：30  ～   9：30 

(※1)常勤換算後の人数とします。 

(※2)常勤換算後の人数とし、自立者対応の人数を除きます。 

(※3)今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とします。 
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（2）介護職員の保健福祉に係る資格取得状況 

社会福祉士 1 人( 1 人) 介護職員実務者研修修了者 4 人(  人) 

介護福祉士 23 人( 5 人) 介護職員初任者研修修了者 6 人(  人) 

介護支援専門員 4 人( 4 人) 資格なし 0 人(  人) 

※資格を複数持っている職員がいる場合は、介護福祉士の順に優先して記入し、他の資格を持っている

職員を( )に外数で記入しております。 

※介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入してお

ります。 

 

9． シニアレジデンスにおける入居・退居等 

入居者の条件 

(年齢、心身の状況 

(自立・要支援 

・要介護)等) 

①原則として入居時に60歳以上であること 

②原則として日常生活を自立して営む事のできる健康状態であること 

③健康保険、介護保険に加入していること 

④2 人入居の場合は、原則としてご夫婦、兄弟姉妹、親子であること 

身元引受人等の条件 

及び責務等 

原則として、入居者1名につき身元引受人を1名定めて頂きます。 

入居者が2名の場合には、身元引受人1名が入居者2名の身元引受人を

兼ねることができます。 

 

【身元引受人の条件】 

原則として日本国内に居住し、かつ入居者より年齢が若いこと 

 

【身元引受人の責務等】 

①連帯保証人として、入居契約に基づく入居者の事業者に対する債

務について、入居契約に記載された極度額を限度として入居者と

連帯して履行の責めを負うとともに、事業者と協議し、必要なときは

入居者の身柄を引き取ります。 

②入居者に関する事業者から身元引受人への連絡・協議等に協力し

ます。 

③入居者が死亡した場合に入居者の身柄及び遺留金品を引き受けま

す。 

④入居契約の終了により、入居契約に基づく何らかの返還金が発生

し、入居者の死亡等により、入居者へ返還することが適切でない場

合、身元引受人がこれを受け取ります。 

⑤入居者が意思能力を喪失した場合、入居者が入居契約における入

居者の責務を履行できない状態にある場合、又は入居契約におい

て入居者の判断を要する事項に対して、入居者が意思を明確に表

明できない状態にある場合には、身元引受人が入居者に代わり意

思表示を行うこと及び入居契約の終了に伴う一切の金銭の授受に

つき入居者の代理人として選任されます。 

生活保護受給者の 

受入れ対応 
否 ・ 可 
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事業者又は入居者が 

入居契約を解除する 

場合の事由及び 

手続等 

【事業者からの解除の場合】 

①事業者は、入居者が次のア．からク．のいずれかに該当し、かつ、

そのことが入居契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会

通念上著しく困難と認められる場合に入居契約を解除することがで

きます。 

ア． 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入

居したとき 

イ． 月払家賃(月払方式の場合)、管理費、サービス費その他費用

の支払いを3回以上遅滞し、又は3ヶ月以上滞納した場合 

ウ． シニアレジデンスを故意又は重大な過失により、毀損・汚損又

は滅失した場合 

エ． 管理規程又は入居契約に違反し、事業者の催告にもかかわら

ず是正しない場合 

オ． 入居者の身体的・精神的暴力、不当な言動等により、シニアレ

ジデンスの運営スタッフの人権や職域が侵害され、シニアレジ

デンスの健全な運営に支障を来たすおそれがあると事業者が

認める場合において、事業者の催告にもかかわらず是正され

ない場合 

カ． 入居者の行動が、他の入居者に危害を及ぼすおそれがあり、

かつ入居者に対する通常の介護方法等ではこれを防止するこ

とができない場合 

キ． 入居契約の規定により事業者が求めたにもかかわらず、新た

に入居者の身元引受人をたてない場合 

ク． その他、上記ア．からキ．に準じる事由が発生した場合 

 

②事業者は、入居者、入居者の家族又は身元引受人等による、事業 

者の役職員や他の入居者等に対するハラスメント(身体的暴力、精 

神的暴力及びセクシュアルハラスメントなど。)により、入居者との信 

頼関係が著しく害され事業の継続に重大な支障が及んだときは、入 

居契約を解除することができます。 

 

③上記①又は②の規定に基づき入居契約を解除する場合、事業者

は次の各手続きを行います。 

ア． 契約解除の通知について90日の予告期間をおきます 

イ． 上記通知に先立ち、入居者、成年後見人及び身元引受人等 

（以下「入居者等」という。）に弁明の機会を設けます 

ウ． 予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転

先がない場合には、入居者等、その他関係者・関係機関と協 

議し、移転先の確保に協力します 

 



21 

 

 

 

④上記①のオ．又はカ．に基づき契約を解除する場合には、事業者

は上記に加えて次の手続きを行います。 

ア． 医師の意見を聴きます 

 

イ． 一定の観察期間をおきます 

 

⑤上記①から④に関わらず、事業者は、入居者が次のア．からウ．の

いずれかに該当するときは、入居契約第27条の定めにかかわらず、

入居契約を解除することができます。 

ア． 入居に関する書類等における重大な不実記載等が入居日前 

に発見されたとき 

イ． 不正な手段で入居しようとしていることが入居日前に判明した

とき 

ウ． 正当な理由がなく、入居日までに前払金又は敷金が支払われ

なかったとき 

 

【入居者からの解約の場合】 

①入居者は、事業者に対して、30 日前までに、書面により解約の申入

れを行うことにより、入居契約を解約することができます。解約の申

入れは事業者の定める解約届を事業者に届け出ることによって行う

ものとします。 

※入居者は、入居日の前日までの期間内であれば、書面によって

事業者に通知して、入居契約を解約することができます。 

②入居者が、解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業

者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して 30 日目

をもって、入居契約は解約されたものと推定します。 

 

表明保証 

・無催告解除 

①入居者及び事業者は、相手方に対し、次のア．及びイ．の事項を表

明し、保証するものとし、入居者は、事業者に対し、身元引受人、入

居契約第 41 条に定める追加入居者及び入居契約第 42 条に定め

る滞在者が次のア．及びイ．を、充足することを表明し、保証しま

す。 

ア． 入居契約締結時及び入居契約締結後において、自ら、自らの

役員・使用人・従業員等、親会社、子会社、又は関連会社（以

下総称して「対象者」という。）が、暴力団、暴力団関係企業、

総会屋もしくはこれらに準ずる者又はこれらの構成員（以下総

称して「反社会的勢力」という。）のいずれにも該当しないこと 

イ． 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、入居契約を締結する

ものでないこと 

 

②上記①のほか、入居者及び事業者は、相手方に対し、対象者が直

接・間接を問わず次のア．からカ．に記載の行為を行わないこと及

び今後も行う予定がないことを表明し、保証するものとし、入居者

は、事業者に対し、身元引受人、入居契約第 41 条に定める追加入

居者及び入居契約第 42 条に定める滞在者が、直接・間接を問わず

次のア．からカ．記載の行為を行わないこと及び今後も行う予定が 
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ないことを表明し、保証します。 

ア． 自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞

又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為 

イ． 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀

損する行為 

ウ． 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金を導入し

又は関係を構築する行為 

エ． 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする

行為 

オ． 反社会的勢力をして自らの経営に関与させる行為 

カ． シニアレジデンスを反社会的勢力の事務所その他の活動の拠

点に供し、又はシニアレジデンスに反社会的勢力を入居さ

せ、もしくは反復継続して反社会勢力を出入りさせる行為 

 

③入居者及び事業者は、相手方が上記①又は②のいずれかに違反

していると合理的に判断したときは、相手方に対し、何らの催告もな

く、入居者・事業者間の全ての契約を解除することができ、相手方

はこれに対し何ら異議を申し立てないものとします。 

 

④入居者及び事業者は、上記③により解除した場合に、相手方が損

害を被ったとしても、これを一切賠償する義務を負わないものとしま

す。 

前払金及び敷金の 

返還時期 

【前払金の返還時期】 

①入居日の前日までに入居契約が終了した場合 

： 終了後速やかに 

②入居日から 3 ヶ月以内に入居契約が終了した場合 

： 明渡し後 90 日以内 

③入居日から 3 ヶ月経過後かつ想定居住期間内に入居契約が終了した場合  

： 入居契約終了日の翌日から起算して 3 ヶ月以内 

※入居契約の終了時期により、返還額は、入居契約の定めに従

いそれぞれ異なります。 

【敷金の返還時期】 

 明渡後遅滞なく 

前年度における退去

者の状況 

退 去 先 別

の人数 

自宅等 1 人 

社会福祉施設 2 人 

医療機関 0 人 

死亡者 2 人 

その他（ケアレジ

デンスへの移行） 

10 人 

生 前 解 約

の状況 

施設側の 

申し出 

0 人 

（解約事由の例） 

入居者側の 

申し出 

13人 

（解約事由の例）ケアレジデンスへの

移行のため合意解約等 
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体験入居の期間及び 

費用負担等 

入居審査後、入居の条件を満たし、所定の健康診断書を提出された方

は、体験入居を経た後、本入居となります。 

期間： 7泊8日を限度。 

費用： 税込 6,600 円（6,000 円＋税※600 円）／人・泊 （1 泊 3 食付） 

※消費税率（10％） 

 

10． 情報開示 

入居希望者等
への情報開示  

重要事項説明書の公開  1 公 開 （ 閲覧 ・ 写し交付 ）   2 非公開 

入居契約書の公開  1 公 開 （ 閲覧 ・ 写し交付 ）   2 非公開 

管理規程の公開  1 公 開 （ 閲覧 ・ 写し交付 ）   2 非公開 

財務諸表の公開  1 公 開 （ 閲覧 ・ 写し交付 ）   2 非公開 

事業収支計画の公開  1 公 開 （ 閲覧 ・ 写し交付 ）   2 非公開 

 

添付書類：別紙 1「『前払金』の算定根拠について」 

別紙 2「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表」 

別紙 3「介護サービス等の一覧表」 
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グランクレール藤が丘シニアレジデンス      号室 

 

             様     

 

 

事業者の代理人 

東京都渋谷区道玄坂一丁目 10 番 8 号 

株式会社東急イーライフデザイン 

代表取締役  林 靖人   印 

 

 

契約の締結にあたり、利用料の詳細な支払方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書に 

より説明を行いました。 

 

２０２１年●月●日 説明者署名                  

 

契約の締結にあたり、利用料の詳細な支払方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書に 

より説明を受けました。 

【入居者】 

 

1 

住所  

氏名  印 

電話   

2 

住所  

氏名  印 

電話  (入居者 1 との関係       ) 

【身元引受人】 

 

1 

住所  

氏名  実印 

電話  (入居者 1 との関係       ) 

2 

住所  

氏名  実印 

電話  (入居者 2 との関係       ) 

 

 



25 

 

別紙 1 

「前払金」 の算定根拠について 

 

1． 「前払金」について 

(1) シニアレジデンスでは、家賃相当額の支払方式について前払方式と月払方式を採用していま

す。 

(2) 前払方式とは、｢(事業者が)終身にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を前払金とし

て一括して受領するもの｣(厚生労働省老健局長が定める｢有料老人ホーム設置運営標準指導

指針｣(平成27年3月30日付老発0330第3号)(以下｢指導指針｣という。)及び厚生労働省老健局

高齢者支援課事務連絡｢有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債

務の金額の算定方法の明示について｣(平成24年3月16日付)(以下｢事務連絡｣という。)参照)

で、ご入居者にとっては、居住期間を気にせずに住み続けられる支払方式です。 

 

2． 前払方式の算定式について 

(1)前払方式の算定の基礎については、指導指針及び事務連絡に定める以下の考え方に拠りま

す。 

【算定の基礎】 

前払金 ＝(前払方式における想定居住期間に応じた1ヶ月分の家賃相当額 

×想定居住期間(月数)) 

＋（想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額） 

【図式】 

 

 

①想定居住期間内の家賃相当額 ②想定居住期間を超えて 

契約が継続する場合に 

備えて事業者が受領する額 

（前払方式における想定居住期間に応じた 1 ヶ月分の 

家賃相当額×想定居住期間（月数）） 

《返還対象分》 《非返還対象分》 

 

(2)(1)のうち、「想定居住期間」と「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が

受領する額」の具体的な算定方法は、事務連絡で示された以下の考え方に拠ります。 

想定居住期間 

 入居者のうち概ね50％の方が入居し続けることが予想される期間として、各有料老人ホームが

それぞれ定める期間のことです。その期間は、入居時の年齢や性別、自立者か要介護者か、な

どに応じて、入居者の平均余命等を勘案して設定されます。 

想定居住期間内の家賃相当額は、想定居住期間内に入居者の死亡又は入居契約の解除もし

くは解約により契約が終了した場合、終了時期に応じてその一部が返金されます。 

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額 

 生存率等を加味して決められる、想定居住期間経過後、入居者の全員が退去する時点までの

将来の家賃負担分です。 

この額は、入居契約が終了しても返還されません。 

  ※入居日から3ヶ月以内に入居契約が終了した場合を除きます。 

 

前払金 (＝①＋②） 



26 

 

3． シニアレジデンスにおける具体的な算定根拠について 

(1)想定居住期間の設定 

想定居住期間は、事務連絡で示された考え方に則り、公益社団法人全国有料老人ホーム協会

が策定している【外部データを用いた入居一時金の試算について】の試算モデルを踏まえ、事

業者及びそのグループ会社での有料老人ホーム(自立型)及びサービス付高齢者向け住宅(以

下、総称して｢当社グループ高齢者向け住宅｣という。)の入居者実績に基づく入居時の年齢、

性別、平均的な余命等を勘案し、自立型老人ホームにおける入居者の母集団の年央居住継続

率が概ね50%になる期間を算出し、以下の通り年齢別での想定居住期間を決定しています。 

年齢(歳) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

想 定 居 住

期間(ヶ月) 
324 312 300 288 276 264 252 240 228 216 

年齢(歳) 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82～ 

想 定 居 住

期間(ヶ月) 
216 204 192 180 168 156 144 132 120 

※参考：当社グループ高齢者向け住宅入居者実績 男女比31%：69% 

 

(2)想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額の設定 

想定居住期間の算出と同様に、公益社団法人全国有料老人ホーム協会の【外部データを用い

た入居一時金の試算について】の試算モデルを踏まえ、簡易生命表に基づいて算出された、

自立型老人ホームにおける前払金合計に対する想定居住期間を超えて契約が継続する場合

に備えて事業者が受領する額の割合について、下表の通り 3 つの年齢区分に分け、各年齢区

分における平均値(小数点以下四捨五入)以下の数値を、各年齢区分における当該割合として

決定しています。 

前払金に対する、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額の割合 

年齢（歳） 60～75 76～85 86～ 

 10 ％ 15 ％ 20 ％ 

※当社グループの高齢者向け住宅における入居時年齢を、検討来場者数及び実際の入居者数

の比率から、60歳～75歳、76歳～85歳、86歳以上の3区分に分類しました。 

 

【参考 ： 前払方式選択時の具体例】 

グランクレール藤が丘シニアレジデンス 入居時年齢 82歳 611 号室 

前払金 (①＋②) (総額) 44,640,000 円 

 

①想定居住期間内の家賃相当額 

（前払方式における想定居住期間に応じた1ヶ月分の家賃相当額）×（想定居住期間（月数）） 

 37,944,000 円  （前払金に占める割合は 85 ％） 

                               算定式 ： 316,200 円×120ヶ月 

③ 想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額 《非返還対象分

※》 

 6,696,000 円  （前払金に占める割合は 15 ％） 

※入居日から3ヶ月以内に死亡又は解除もしくは解約により入居契約が終了する場合は、入居契約の

定めに従い返還されます。 

 



別紙２ 作成年月日：　　　2021年 4月 1日

（本表は、指導指針の「建物の規模及び構造設備」の主な項目について、適合の有無を確認するものです。）

No. 指針項目 設備の有無 適合・不適合 備考（代替措置・改善計画等）

1
居室

（一時介護室）
適合

2 食堂 有 適合

3 浴室 有 不適合

4 便所 有 適合

5 洗面設備 有 適合

6 汚物処理室 無

7 面談室 有 適合

8
医務室

（健康管理室）
無

9 看護・介護職員室 無

10 機能訓練室 無

11 談話室 有

12 洗濯室 無

13 エレベーター 有

14 スプリンクラー 有

15
健康・生きがい

施設
有

16 緊急通報装置 有 適合

18 居室等の出入口 適合

※ 代替措置、改善計画等は、別紙で明記することも可とする。

その他（上記項目以外の主な指針不適合事項）

例（必要な職員を配置していない、前払金の保全措置を講じていない等、事業者が入居者に説明すべきと考える事項を記載してください。）

廊下 適合 ※すべての居室が個室で、床面積が18㎡以上であって、
　　かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されている
　　場合は廊下の有効幅員は1.4ｍ以上とすることができる。

17

 （未設置箇所）

（居室内に設置していない場合）

（要介護者等を入居対象とする場合）

 

（居室内に設置していない場合）

横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表

不適合となっている項目についてチェック

 （居室内に設置していない場合）

個室ではない（相部屋がある）。
面積が13㎡以上(夫婦等居室は一人当たり10.65㎡以上)ない。
界壁で区分されていない。

身体の不自由な者が使用するのに適していない。

常夜灯がない。
手すりがない。

廊下幅が1.8m(1.4m※)以上ない。

引き戸やドアハンドル等を備えていない。

一時介護室 浴室

脱衣室 便所

居室

居室の近くにない。

機能を十分に発揮し得る適当な広さ有していない。

全ての入居者が利用できる適当な規模・数を設けていない。

全ての入居者が利用できる適当な規模・数を設けていない。

全ての入居者が利用できる適当な規模・数を設けていない。

プライバシーの保護に配慮した構造になっていない。
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別紙3

【網掛け表示】

（１）.

（２）.

※｢－｣と表示されているサービスについては選択不可です。

※｢協力医療機関｣とは、重要事項説明書に定める協力医療機関を指します。

※｢近隣医療機関｣とは、シニアレジデンスから500m以内の医療機関を指します。

※サービス計画は、シニアレジデンスの計画作成担当者が、入居者個々の健康状態、介護状態等を基に入居者と協議の上、作成致します。

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定（ 有 ）

利用料金に含まれ
る

サービス

介護保険給付及び、利
用料金に含まれるサー

ビス

介護保険給付及び、利
用料金に含まれるサー

ビス

提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価）

　

有 ― ― ―
10時と15時を目安とし
て2回。その他必要に
応じて対応

― ―
10時と15時を目安とし
て2回。その他必要に
応じて対応

― ―

有 ― ― ―
23時、1時、3時、5時
を目安として2時間毎

― ―
23時、1時、3時、5時
を目安として2時間毎

― ―

有 ― ― ― ― ― ― 必要に応じ介助 ― ―

有 ― ― ― 必要に応じて一部介助 ― ― 必要に応じて介助 ― ―

有 ― ― ― ― ― ―
個人の排泄パターンに
応じて介助

― ―

有 ― ― 実費負担 ― ― 実費負担 ― ― 実費負担

有 ― ― ― ― ― ―

有 ― ― ― ― ― ―

有 ― ― ― ― ― ―

有 ― ― ― ― ― ― 必要に応じ介助 ― ―

有 ― ― ― 必要に応じて見守り ― ―
必要に応じ車いす、杖
等使用し介助

― ―

有 ― ― ― ― ― ― ―

有 ― ― ― ― ― ― ―

有 ― ― ―
ｻｰﾋﾞｽ計画に基づき実
施

― ―
ｻｰﾋﾞｽ計画に基づき実
施

― ―

有 24時間対応 ― ― 24時間対応 ― ― 24時間対応 ― ―

　

有 週4回迄 週5回目以降

1,650円/回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

週4回迄 週5回目以降

1,650円/回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

週4回迄 週5回目以降

1,650円/回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

有
（洗濯機で洗える物）
毎日（年末年始、土日
祝日を除く）

業者委託する場合 実費負担
（洗濯機で洗える物）
毎日（年末年始、土日
祝日を除く）

業者委託する場合 実費負担
（洗濯機で洗える物）
毎日（年末年始、土日
祝日を除く）

業者委託する場合 実費負担

有
（ｼﾆｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾒﾆｭｰ）身
体状況に応じて実施

―
（ｼﾆｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾒﾆｭｰ）身
体状況に応じて実施

―
（ｼﾆｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾒﾆｭｰ）身
体状況に応じて実施

―

有 ― 指定日 実費負担 ― 指定日 実費負担 ― 指定日 実費負担

　

有
週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

有
週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

有
年1回定期健康診断 年2回目以降は任意

健康診断※2
実費負担

年1回定期健康診断 年2回目以降は任意
健康診断※2

実費負担
年1回定期健康診断 年2回目以降は任意

健康診断※2
実費負担

有 指定時間内
健康保険診療の自己
負担分

実費負担
指定時間内 健康保険診療の自己

負担分
実費負担

指定時間内 健康保険診療の自己
負担分

実費負担

有 指定時間内 ― ― 指定時間内 ― ― 指定時間内 ― ―

有 指定時間内 保険診療 実費負担 指定時間内 保険診療 実費負担 指定時間内 保険診療 実費負担

有 ― ― ― 協力医療機関
協力医療機関以外の
近隣医療機関

1,650円/1時間
※1（うち本体
価格1,500円、
消費税150円）

協力医療機関
協力医療機関以外の
近隣医療機関

1,650円/1時間
※1（うち本体
価格1,500円、
消費税150円）

有
協力医療機関又は近隣
医療機関への同行

― ―
協力医療機関又は近隣
医療機関への同行

― ―
協力医療機関又は近隣
医療機関への同行

― ―

有
協力医療機関又は近隣
医療機関週1回

協力医療機関又は近
隣医療機関週2回目
以降

1,650円/1回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

協力医療機関又は近隣
医療機関週1回

協力医療機関又は近
隣医療機関週2回目
以降

1,650円/1回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

協力医療機関又は近隣
医療機関週1回

協力医療機関又は近
隣医療機関週2回目
以降

1,650円/1回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

　

有 随時実施 材料費 実費負担 随時実施 材料費 実費負担 随時実施 材料費 実費負担

有 随時実施 材料費 実費負担 随時実施 材料費 実費負担 随時実施 材料費 実費負担

必要に応じ介助必要に応じて一部介助
 ・身だしなみ介助

⑥機能訓練

 ・ナースコール

５.その他サービス

・アクティビティ

 ・役所手続

③理美容

④代行

 ・買物

・通院同行

４.病院への同行、入院中のサービス

 ・生活相談

 ・健康相談

３.健康管理関連サービス

（※1）時間単位で料金が設定されているサービスの提供時間は、サービスを提供する本施設スタッフが、本施設を外出してから本施設に戻るまで
　　　 の時間で算出致します。

（※2）2回目の定期健康診断は、訪問診療を行うクリニックの医師の判断又は入居者の希望により実施します。

・イベント

⑤身辺介助

 ・排泄介助

 ・居室からの移動

 ・衣類の着脱

 ・洗濯

２.生活関連サービス

⑦緊急時対応

 ・定期健康診断

①家事

 ・簡易清掃

 ・お見舞い等（お見舞
い、連絡、洗濯物交換
等）

 ・入退院・緊急時同行

 ・医師の往診依頼

サービスの提供内容等

①巡回

 ・昼間　6時～22時

 ・夜間　22時～6時

 ・体位交換

 ・一般浴介助

 ・特浴介助

1,650円/回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

自　　立　（介護居室36㎡） 要介護１～5　（介護居室18、36㎡）

その都度徴収するサービス その都度徴収するサービス

要支援１～２　（介護居室18、36㎡）

その都度徴収するサービス

②居室配膳・下膳

月額の介護サービス費(下記(2)に対する利用料を除く。)に含むサービス(介護保険給付対象介護サービス及び
介護保険給付対象外上乗せ介護サービス)

その都度徴収するサービス(介護保険対象外個別介護サービス)

介護サービス等の一覧表

④入浴等

 ・清拭

下表のうち、｢要支援1～2、要介護者1～5｣欄に記載の網掛けで表示されている各サービスが、入居契約に定める｢介護サービス｣に該当します。

 ・おむつ交換

 ・おむつ代

②食事介助

③排泄

区　　　　　分

提供サービスの別

１.介護関連サービス

週2回迄入浴時付添い
介助

週3回以上

28
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第 2 号様式(第 6 条第 1 項) 

 

有料老人ホーム重要事項説明書(藤が丘ケアレジデンス) 

 

作成日 2021 年 7 月 １日 

1． 事業主体概要 

事業主体名 東急不動産株式会社 

代表者名 代表取締役  岡田 正志 

所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 

電話番号/FAX 03-6455-1121/03-6416-1867 

ホームページアドレス http://www.tokyu-land.co.jp/ 

資本金(基本財産) 600億円 

主な出資者(出捐者)と 

その金額又は比率 
東急不動産ホールディングス株式会社 (100%) 

設立年月日 1953年12月17日 

直近の連結事業収支決

算額※ 
収益： 2,854億円 、 費用： 2,649億円 、 損益： 205億円 

会計監査人との契約 無・ 有（新日本有限責任監査法人） 

他の主な事業 分譲、賃貸 他 

※収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費＋一般管理費＋営業外費用、 

損益は経常利益とします。 

 

2． 施設概要 

施設名 

グランクレール藤が丘(以下「本施設」という。) 

本施設の 

構成 

①グランクレール藤が丘シニアレジデンス 

(以下「シニアレジデンス」といいます。) 

②グランクレール藤が丘ケアレジデンス 

(以下「ケアレジデンス」といいます。) 
 

本施設の 

類型及び 

表示事項 

類型 
1 介護付(一般型・外部サービス利用型)、 

2 住宅型、  3 健康型 

居住の権利形態 
1 利用権方式、  2 建物賃貸借方式、 

3 終身建物賃貸借方式 

入居時の要件 

1 自立、  2 要介護、  3 要支援・要介護、 

4 自立・要支援・要介護 

(※シニアレジデンスにおいては「１自立」) 

介護保険 
1 市指定介護保険特定施設 

(番号 1473701595、 指定年月日 2006年8月1日) 

 

 介護専用型・混合型・混合型(外部サービス利用型)・地域密着型・ 

介護予防・介護予防(外部サービス利用型) 

2 介護保険在宅サービス利用可 

居室区分 1 全室個室(夫婦等居室含む)、  2 相部屋あり 

介護に関わる職員体制 2 ： 1  以上 
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提携ホームの利用等 

 

1 提携ホーム利用可 

(グランクレール藤が丘ケアレジデンス 

・グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンス) 

※シニアレジデンスのみ 

2 提携ホーム移行型（               ） 

本施設の開設年月日 2006年8月10日 

本施設の管理者氏名 石井 聡 

本施設の所在地 神奈川県横浜市青葉区藤が丘一丁目37番地1 

本施設の電話番号／  

ＦＡＸ番号 
045-979-0646／045-979-0649 

メールアドレス ― 

交通の便 東急田園都市線「藤が丘」駅 徒歩2分 

ホームページアドレス http://www.grancreer.com/fujigaoka-senior/ 

本施設の敷地概要 

権利形態： ―（建物賃借権に随伴する敷地使用権） 

(借地の場合の契約形態)： 通常借地契約・定期借地契約 

(借地の場合の契約期間)：     年  月  日～    年  月  日 

(通常借地契約における自動更新条項の有無)： 無・有 

敷地面積： 4,961.97㎡ 

本施設の建物概要 

権利形態： 所有 ・ 借家 

(借家の場合の契約形態)： 通常借家契約・定期借家契約 

(借家の場合の契約期間)： 2006年6月30日～2026年6月29日 

(通常借家契約における自動更新条項の有無)： 無・有 

建物の構造： 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、地下1階地上5階建、 

(耐火・準耐火・その他) 

延床面積： 10,961.76㎡ (うち有料老人ホーム10,217.95㎡) 

建築年月日： 2006年6月29日建築 

改築年月日：     年  月  日改築 

建築確認の用途指定： 有料老人ホーム・その他(    ) 

本施設の居室 

(一般居室、介護居室)の

概要 

一般居室及び介護居室の総数： 128室 

①一般居室 (シニアレジデンス ： 80室 

②介護居室 (ケアレジデンス)  ： 48室 

定員： 178 人 

(①シニアレジデンス： 120 人、②ケアレジデンス： 58 人) 

(内 訳) 定 員 室 数 面 積 

一般居室 
個室 80室 38.33㎡～67.83㎡ 

 うち 2 人入居 40室 53.35㎡～67.83㎡ 

介護居室 
個室 48室 18㎡ 

 うち 2 人入居 10室 36㎡ 
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【シニアレジデンス】 

 

共 用 施 設 ・ 

設 備 の 概 要

(設置箇所、

面積、設備の

整備状況等) 

食堂 2階 「ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ」 (約163㎡) 

浴室 (一般浴槽) 2 階 男女各１ヶ所 (約 117 ㎡) 

 

浴室  

 

リフト浴 ― 

ストレッチャ

ー浴 
― 

便所 

(設置箇所) 

ﾛﾋﾞｰ階  

2 階    

共用ﾄｲﾚ 1ヶ所 

共用ﾄｲﾚ １ヶ所 

洗面設備 

(設置箇所) 

ﾛﾋﾞｰ階  

2 階    

共用ﾄｲﾚ 1ヶ所 

共用ﾄｲﾚ １ヶ所 

健康管理室 ― 

談話室 ﾛﾋﾞｰ階 「ﾛﾋﾞｰﾗｳﾝｼﾞ」 (244㎡) 

面談室 ﾛﾋﾞｰ階  「ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ」 ２ヶ所(ケア兼用)(各約 18 ㎡) 

事務室 ﾛﾋﾞｰ階 １ヶ所(ケア兼用) 

洗濯室 ―  

汚物処理室 ―  

看護・介護職員室 ―  

機能訓練室 
―  

他の共用施設との兼用 無・有(   ) 

健康・ 

生きがい施設 

ﾛﾋﾞｰ階 

 

 

 

 

6 階 

「ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ」   1ヶ所 (約26㎡) 

「ﾎｰﾙ」       1ヶ所 (約120㎡) 

「AVﾙｰﾑ」    1ヶ所 (約30㎡) 

「娯楽室」     1ヶ所 (約30㎡) 

「和室」       1ヶ所 (約19㎡) 

「足湯ｶﾞｰﾃﾞﾝ」 １ヶ所 (約 42 ㎡) 

エレベーター  2 基 (うちｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入可１基) 

スプリンクラー 全館設置 

居室のある区域の 

廊下幅 
両手すり設置後の有効幅員 (2.27ｍ) 

消 防 用 設 備

等 

消火器 無・有 

自動火災報知設備 無・有 

火災通報設備 無・有 

スプリンクラー 無・有 

防火管理者 無・有 

防災計画（水害・

土砂災害を含む） 
無・有 

緊急通報装置等緊急 

連絡・安否確認 

生活安全センサー(一定時間以上水道の使用がない場合等に自動通

報)を各居室に、押しボタン式の緊急通報装置を下記箇所に設置して

おります。 

通報を感知した場合には24時間体制でスタッフが対応致します。 
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【居室内緊急通報装置設置場所】 

ﾄｲﾚ、浴室、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、洋室 

 

【共有部緊急通報装置設置場所】 

ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ、ﾎｰﾙ、共用ﾄｲﾚ、AVﾙｰﾑ、和室、ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ、ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、 

大浴場、脱衣室、足湯ｶﾞｰﾃﾞﾝ、廊下 

同一敷地内の併設施設 

又は事業所等の概要 

名   称： 新緑ホームケアクリニック藤が丘 

開設主体： 医療法人社団 三喜会 

診療科目： 内科 ※テナントとして建物のﾛﾋﾞｰ階に設置(62.79 ㎡) 

有料老人ホーム事業の 

提携ホーム及び 

提携内容 

① 名   称： グランクレール藤が丘ケアレジデンス 

事業主体： 東急不動産株式会社 

所   在： 神奈川県横浜市青葉区藤が丘一丁目37番地1 

提携内容： 要介護時の移り住み 

 

② 名   称： グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンス 

事業主体： 東急不動産株式会社 

所   在： 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目30番地2 

提携内容： 要介護時の移り住み 

 

【ケアレジデンス】 

 

共用施設 

・設備の概要 

 

(設置箇所、面積、設備の 

整備状況等 

食堂 

(応接室・  

談話室兼用) 

３階 

４階 

「ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ」 2ヶ所 (計約147㎡) 

「ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ」 2ヶ所 (計約147㎡) 

浴室   

（一般浴槽) 

３階 

４階 

「個別浴室」 2ヶ所 (計約21㎡) 

「個別浴室」 ２ヶ所 (計約 21 ㎡) 

浴室 
リフト浴 3、4 階 各１ヶ所 (約 21 ㎡) 

ストレッチャー浴 2 階 1 ヶ所 (約 30 ㎡） 

便所 

(設置箇所) 

ﾛﾋﾞｰ階 

２階 

３階 

４階 

「共用ﾄｲﾚ」 1ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 1ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 3ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 ３ヶ所 

洗面設備 

(設置箇所) 

ﾛﾋﾞｰ階 

２階 

３階 

４階 

「共用ﾄｲﾚ」 1ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 1ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 3ヶ所 

「共用ﾄｲﾚ」 ３ヶ所 

健康管理室 ― 

談話室 

食堂 

 

 

ﾛﾋﾞｰ階 

3 階 ｢ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ｣ 2 ヶ所(計約 147 ㎡) 

4 階 ｢ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ｣ 2 ヶ所(計約 147 ㎡) 

「ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ」 2 ヶ所(シニア兼用) (各約 18 ㎡) 

面談室 ﾛﾋﾞｰ階 「ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ」 2 ヶ所(シニア兼用) (各約 18 ㎡) 
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事務室 ﾛﾋﾞｰ階 1 ヶ所(シニア兼用) 

洗濯室 ２階   1 ヶ所(約 20 ㎡) 

汚物処理室 
３階   

４階   

「ｻﾆﾀﾘｰ」 1ヶ所 

「ｻﾆﾀﾘｰ」 １ヶ所 

看 護 ・ 介 護

職員室 

３階   

４階   

「ﾏｻﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ」 1ヶ所 

「ﾏｻﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ」 1 ヶ所 

機能訓練室 
２階   「ﾘﾊﾋﾞﾘﾙｰﾑ」 1 ヶ所 (約 44 ㎡) 

他の共用施設との兼用 無・有(   ) 

健康 

・生きがい施

設 

２階   

３階   

５階   

「ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ」  (約22㎡) 

「ｹｱｶﾞｰﾃﾞﾝ」「ｻｰﾋﾞｽｶﾞｰﾃﾞﾝ」(約179㎡) 

「ﾘﾊﾋﾞﾘｶﾞｰﾃﾞﾝ」(約 223 ㎡) 

エ レ ベ ー タ

ー  
2 基 (うちｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入可 2 基) 

ス プ リ ン ク ラ

ー 
全館設置 

居 室 の あ る

区域の 

廊下幅 

両手すり設置後の有効幅員(2.27ｍ) 

消防用設備等 

消火器 無・有 

自動火災報知設備 無・有 

火災通報設備 無・有 

スプリンクラー 無・有 

防火管理者 無・有 

防災計画（水害・土砂災害を含む） 無・有 

緊急通報装置等 

緊急連絡・安否確認 

押しボタン式の緊急通報装置を下記箇所に設置しております。 

通報を感知した場合は24時間体制でスタッフが対応致します。 

 

【居室内緊急通報装置設置場所】 

ﾄｲﾚ、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、洋室、ｼｬﾜｰﾙｰﾑ 

【共有部緊急通報装置設置場所】 

浴室、機械浴室、脱衣所、ﾄｲﾚ、各屋上ｶﾞｰﾃﾞﾝ、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ･ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ、 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾙｰﾑ、廊下、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ 

敷地内の併設施設 

又は事業所等の概要 

名   称： 新緑ホームケアクリニック藤が丘 

開設主体： 医療法人社団 三喜会 

診療科目： 内科 ※テナントとして建物のﾛﾋﾞｰ階に設置(62.79 ㎡) 

有料老人ホーム事業の 

提携ホーム及び 

提携内容 

― 
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3． 利用料 

 

(1)利用料の支払方式 

支払方式 前払方式  月払方式    選択方式 

入院等による不在時にお

ける利用料金（月額費用）

の取扱い 

1 減額なし 

2 日割り計算で減額 

3 入院等により入居者がケアレジデンスを連続して 7 日を超えて不在

となった場合、8 日目以降に係わる介護サービス費について 1 日あたり

1,100 円(うち本体価格 1,000 円、消費税 100 円)を入居者に返還しま

す。（月払家賃、管理費及びサービス費は減額なし。）。 

利用条件の改定条件 (1)月払家賃：次のいずれかに該当する場合 

① 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により月払

家賃の額が不相当となった場合 

② 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変

動により月払家賃の額が不相当になった場合 

③ 近傍同種の建物の家賃額に比較して、月払家賃の額が不相

当になった場合 

(2)管理費、サービス費、選択サービス費：サービス内容の変更等又は維

持管理費減等により、これらの費用が不相当となった場合 

 手続きの方法 事業者は、消費者物価指数、雇用情勢その他の経済事情の変動を勘

案し、運営懇談会で入居者等の意見を聴いた上で改定します。 

 

(2)前払方式 

費用の支払方法 

前払金： 銀行振込  

支払期限 ●年●月●日 

 

月額費用： 口座引落 

支払期限 翌月分を当月 27 日まで 

 

(注) 入居日の属する月(以下「入居月」という。)分及び入居月の

翌月分の費用の支払期限は、入居月の 27 日まで(入居月の

27 日までに口座自動振替が完了しない場合は、入居月の翌

月の 27 日まで)とします。  

(注) 介護保険給付対象介護サービスに係る費用及び介護保険

対象外個別介護サービスに係る費用並びに介護サービス費

以外の選択サービス費は、前月分を当月 27 日までとします。 

 

敷金 無 ・ 有(       円 ※家賃相当額の   か月分)   

年齢に応じた金額設定 無 ・ 有 
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前払金 
法第29条第7項に規定される前払金  

総額 円 
 

 

算定の基礎 

(内訳) 

①  想定居住期間内の家賃相当額 

 円 

② 想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて 

事業者が受領する額 

 円 

算定にあたっては、厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導

指針(平成 27 年 3 月 30 老発 0330 第 3 号)及び事務連絡(平成 24 年

3 月 16 日付)で示された算式に基づき算定します。 

具体的な算定方法は別紙１で示します。 

前払金の償却期間 

及び想定居住期間 
          ●ヶ月 (以下「想定居住期間」という。) 

想定居住期間内の 

家賃相当額の充当 

(以下｢償却｣という。)の

開始日 

●年●月●日  (入居日と同日) 

返還の対象と 

ならない額 

(想定居住期間を 

超えて契約が継続 

する場合に備えて 

事 業 者 が 受 領 す る 額

(非返還対象分))の有無 

無 ・ 有 

② 想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて 

事業者が受領する額 

 円 

 (前払金に占める割合 30％) 
 

返還金の算定方法 

【入居者の想定居住期間内に、入居者の死亡又は入居契約の解除も

しくは解約により入居契約が終了する場合】 

①入居者又は身元引受人に、次の算定式に基づき算出される額を

前払金から返還します。 

《返還金算定式》(※1) 

1ヶ月分の家賃等の額(※2) 

×(入居契約終了日以降、入居者の想定居住期間満了日までの期間) 

 

(※1) 

入居契約終了日又は入居者の想定居住期間満了日が属する月

が1ヶ月に満たない場合には、1ヶ月を30日として日割計算した額

とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 
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(※2) 

１ヶ月分の家賃等の額は、想定居住期間内の家賃相当額を、入居

者の想定居住期間(月数)で割り返した額です(小数点以下切捨)。 

《算式》 

想定居住期間内の家賃相当額÷入居者の想定居住期間(月数) 

 

②入居者の想定居住期間経過後も入居契約が継続する場合の返

還金はありませんが、家賃相当額の追加徴収も行いません。 

 

【入居後3ヶ月が経過するまでの間に、入居者の死亡又は入居契約の

解除もしくは解約により入居契約が終了する場合】 

以下の算定式に基づき算定される額を前払金から返還します。 

《返還金算定式》(※1) 

前払金－(1日当たりの家賃等の額(※2)×入居日から起算して入居

契約が終了した日までの日数) 

 

(※1) 

1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 

(※2) 

1日当たりの家賃等の額は、1ヶ月を30日として、次の算式により 

算出します。 

《算式》 

1日あたりの家賃等の額＝1ヶ月分の家賃等の額÷30日 

＝想定居住期間内の家賃相当額÷入居者の想定居住期間(月

数)÷30 日 

介護費用の前払金 ― 

 算定の基礎(内訳) ― 

返還金の算定方法 ― 

返還の対象とならない

額の有無 
― 

初期償却の開始日 ― 

月額費用 

【1 人入居(1R)の場合】 月額： 138,000 円 

【1 人入居(1LDK)】の場合】 月額： 148,000 円 

【2 人入居(1LDK)の場合】(注) 月額： 236,000 円 

※管理費＋サービス費の合計です。 

家賃相当額及びご入居者の選択による利用料(下記月額費用に

含まれない実費負担等ご参照)は含まれません。 

 年齢に応じた 

金額設定 
無 ・ 有 

要介護状態に応じた 

金額設定 
無 ・ 有 
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料金プラン  月額費用 

内訳 

家賃相当額 

(非課税) 

管理費 

(非課税) 

サービス費 

(課税) 
備考 

 

【1 人入居(1R)の 

場合】 
138,000 円 ― 50,000 円 88,000 円 

消費税率 

(10％) 

【1 人入居(1LDK)の

場合】 
148,000 円 ― 60,000 円 88,000 円 

【2 人入居(1LDK)の

場合】(注) 
236,000 円 ― 60,000 円 176,000 円 

算定根拠 

家賃相当額 ― 

管理費  

共用施設、階段、廊下等の共用部分の維持管理に

必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維

持費、居室内の光熱水費及び管理部門の人件費 

サービス費 

フロントサービス、生活相談サービス、安否確認・設

備点検サービス、緊急対応サービス、生活支援サー

ビス、アクティビティサービス、健康管理サービス、医

療支援サービス等に関する費用 

月額費用に含まれない 

実費負担等  

ご入居者の選択による利用料  ※消費税率(10％) 

食費 

※軽減税率 

通常食を30日喫食の場合 

税込49,500円(45,000円＋税※4,500円) 

朝 税込440円(400円+税※40円) 

昼 税込495円(450円+税※45円) 

夕 税込 715 円(650 円+税※65 円)  

※軽減税率：ご入居者に提供する飲食料品（酒類を

除く）のうち、一食あたり 640 円（税抜き）以下且つ一

日の累計額が 1,920 円（税抜き）に達するまでのもの

は軽減税率の適用対象となるものがございます。詳

細はスタッフまでお尋ね下さい。 

介護 

サービス費 

入居者が要支援又は要介護認定を受けて特定施

設入居者生活介護等利用契約を締結し、当該契約

に基づく特定施設入居者生活介護等サービスの提

供を受ける場合 

 

入居契約第20条第1項第1号に定める 

「介護保険給付対象介護サービス」 

：介護保険に係る介護保険利用者負担分を

実費負担 

 

入居契約第20条第1項第2号①に定める 

「介護保険対象外上乗せ介護サービス」 

：月額税込121,000円 

(110,000円＋税※11,000円) 

 

入居契約第20第1項第2号②に定める 

「介護保険対象外個別サービス」 

：別紙3に表示された料金(消費税を含む。) 
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トランクルーム 月額税込2,200円(2,000円＋税※200円) 

電話、新聞、各

種放送受信料等 

専用居室における電話、新聞、各種放送受信料等

は、個別契約等により各事業体にお支払いください 

その他 
医療に関する費用(差額ベッド代等の医療保険の給

付対象とはならない費用を含む) 

上記以外の 

選択サービス費 
管理規程に定めます 

介護保険に係る利用料 

(適用を受ける場合は、 

市区町村から交付される「

介護保険負担割合証」に

記載された利用者負担の

割合に応じた額) 

 

①特定施設入居者生活介護 (1ヶ月30日の例) 

 月  額 利用者負担額（1割の場合） 

要介護1 204,291 円 20,430 円 

要介護2 227,521 円 22,753 円 

要介護3 252,145 円 25,215 円 

要介護4 274,657 円 27,466 円 

要介護5 298,937 円 29,894 円 

各種加算の状況 

身体拘束廃止取組の有無 （減算型・基準型） 

退院・退所時連携加算※ （無・有） 

入居継続支援加算 （無・有） 

生活機能向上連携加算 （無・有） 

個別機能訓練加算 （無・有） 
（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

夜間看護体制加算 （無・有） 

若年性認知症入居者受入加算 （無・有） 

医療機関連携加算 （無・有） 

口腔衛生管理体制加算 （無・有） 

口腔・栄養スクリーニング加算 （無・有） 

看取り介護加算※ （無・有） 

認知症専門ケア加算 （無・有） 
（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 （無・有） 

（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算 （無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

介護職員等特定処遇改善加

算 
（無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

※個別の状況に応じて発生する加算のため、①特定施設入居者生活

介護 (1ヶ月30日の例)に含まれておりません。 
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② 介護予防特定施設入居者生活介護 (1ヶ月30日の例) 

 月  額 利用者負担額（1割の場合） 

要支援1 75,522 円 7,553 円  

要支援2 120,910 円 12,091 円  

各種加算の状況 

身体拘束廃止取組の有無 (減算型・基準型） 

生活機能向上連携加算 (無・有） 

個別機能訓練加算  (無・有） 
（Ⅰ） 
（Ⅱ） 

若年性認知症入居者受入加算 (無・有） 

医療機関連携加算   (無・有） 

口腔衛生管理体制加算 (無・有） 

口腔・栄養スクリーニング加算 (無・有） 

認知症専門ケア加算 (無・有） 
（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 (無・有） 

（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算 (無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 
Ⅴ 

介護職員等特定処遇改善加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 
 

(注)自立者同士の 2 人入居は不可。 

 

(3)月払方式 

費用の支払方法 

敷金： 銀行振込  

支払期限  年  月  日 

 

月額費用： 口座引落 

支払期限 翌月分を当月 27 日まで 

  (注) 入居月分及び入居月の翌月分の費用の支払期限は、入居月

の 27 日まで(入居月の 27 日までに口座自動振替が完了しない

場合は、入居月の翌月の 27 日まで)とします。 

  (注) 介護保険給付対象介護サービスに係る費用及び介護保険対

象外個別介護サービスに係る費用並びに介護サービス費以外

の選択サービス費は、前月分を当月 27 日までとします。 

 

敷金 無 ・ 有  (         円  ※月払家賃の 3 ヶ月分) 
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月額費用 

【1 人入居の場合】 月額： 416,000 円 ～ 606,000 円 

【2 人入居の場合】

(注) 
月額： 694,000 円 ～ 781,000 円 

※月払家賃＋管理費＋サービス費の合計です。 

ご入居者の選択による利用料(下記月額費用に含まれない実費負

担等ご参照)は含まれません。 

 年齢に応じた金額設定 無 ・ 有 

要介護状態に応じた 

金額設定 
無 ・ 有 

料金プラン  
月額 

費用 

内訳 

月払家賃 

(非課税) 

管理費 

(非課税) 

サービス費 

(課税) 
備考 

 

【1 人入居

の場合】 

最低 416,000 円 278,000 円 50,000 円 88,000 円 

消費 

税率 

(10％) 

最高 606,000 円 458,000 円 60,000 円 88,000 円 

標準 416,000 円 278,000 円 50,000 円 88,000 円 

【2 人入居

の場合】

(注) 

最低 694,000 円 458,000 円 60,000 円 176,000 円 

最高 781,000 円 545,000 円 60,000 円 176,000 円 

標準 694,000 円 458,000 円 60,000 円 176,000 円 

算定根拠 

月払家賃 専用居室 1 室の使用の対価 

管理費  前払方式に同じ 

サービス費 前払方式に同じ 

月額費用に含まれない実費負担等  前払方式に同じ 

介護保険に係る利用料 

(適用を受ける場合は、市区町村から交

付される「介護保険負担割合証」に記載

された利用者負担の割合に応じた額) 

前払方式に同じ 

(注)自立者同士の 2 人入居は不可。 

 

(4)共通事項 

改定ルール(勘案する要素

及び改定手続等) 
3． 利用料 (1)利用料の支払方式 「利用料金の改定」に記載の通り 

前払金の返還債務の 

保全措置 

無 ・ 有 

保全措置の内容(不動産信用保証株式会社との間で保証委託契約

を締結することで、保全措置を講じています。 ) 

無の場合の理由(                ) 

サービスの提供に伴う 

事故等が発生した場合の 

損害賠償保険等への加入 

無 ・ 有  

有の場合の保険名 

(日本興亜損害保険「有料老人ホーム賠償責任保険」) 

消費税の対象外とする 

利用料等 
敷金、前払金、月払家賃、管理費、介護保険に係る利用者負担分 
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短期利用の設定 

(短期利用特定施設 

入居者生活介護の 

届出の有無) 

無 ・ 有     

 

4． サービスの内容 

（1）全体の方針 

運営に関する方針 入居契約及び管理規程に従って本施設の管理運営を行

い、良好な環境の保持に努めるとともに、入居者の快適

で充実した生活の実現に努めます。 

サービスの提供内容に関する特色 入居者が快適で心身共に充実、安定した生活を営めるよ

う、管理規程記載のサービスを提供します。また入居者が

医療を必要とする場合は、円滑に医療サービスを受けら

れるよう、医療機関と連携を図ります。 

入浴、排せつ又は食事の介護 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

食事の提供 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

健康管理の供与 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

安否確認又は状況把握サービス １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

生活相談サービス １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

 

 

(2)サービスの内容 

月額費用(介護費用、 

月払家賃を除く。) 

に含まれるサービスの 

内容・頻度等 

管理費 

共用施設、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要

な光熱費、上下水道使用料、清掃費及び設備維持費、

居室内の光熱水費並びに管理部門の人件費 

サービス費 

フロントサービス、生活相談サービス、安否確認・設備点

検サービス、緊急対応サービス、生活支援サービス、アク

ティビティサービス、健康管理サービス、医療支援サービ

ス等 

(介護予防)特定施設入居者生活介護に

よる保険給付及び介護サービス費により

ホームが提供する介護サービスの内容・

頻度等 

別紙 3「介護サービス等の一覧表」に定めます。 

月額費用に含まれない実費負担の 

必要なサービスとその利用料 

別紙 3｢介護サービス等の一覧表｣及び管理規程に記載

の通り 
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一部又は全部の業務を 

委託する場合は委託先 

及び委託内容 

事業者は、施設の運営にあたり、下記業務を委託しています。 

管理運営(サービス提

供を含む。) 
株式会社東急イーライフデザイン 

上記受託者は、下記業務を再委託しています。 

設備保守 株式会社東急コミュニティー 

清掃 神鋼不動産ビルマネジメントサービス株式会社 

食事 株式会社グリーンヘルスケアサービス 
 

苦情解決の体制 

(相談窓口､責任者､ 

連絡先第三者機関の 

連絡先等) 

本施設の提供するサービスに対する苦情に関しては、下記窓口におい

て書面等にて受付を致します。 

本施設フロント 045-979-0646 

株式会社東急イーライフデザイン 03-6455-1236 

上記窓口で解決しない場合は下記第三者機関に相談する事ができます

。 

公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 03-3272-3781 

横浜市健康福祉局高齢施設課 045-671-4117 

神奈川県国民健康保険団体連合会 045-329-3400 
 

事故発生時の対応 

(医療機関等との連携、 

家族等への連絡方法 

・説明等) 

本施設内での応急処置、協力医療機関等への搬送又は119番通報に

より他の医療機関への搬送を行うとともに入居者の身元引受人、代理

人、成年後見人(代理人を除く。)、家族及び地方自治体の関係部署へ

連絡します。また事故についての検証、再発防止策を講じます。 

事故発生の防止の為の 

指針 
無 ・ 有 

損害賠償 

(対応方針及び損害保険

契約の概要等) 

天災、地変、火災、盗難、器物破損、その他事業者の責めに帰すること

のできない事由に基づく事故又は事業者の行うケアレジデンスの維持保

全に必要な工事等によるケアレジデンスの使用停止等により入居者の被

った損害については、事業者は賠償責任を負いません。 

但し、事故などの理由により損害賠償責任を負う場合に備え損害保険を

付保するとともに事故発生時においては解決に向けて誠実に対応致し

ます。 

(公益社団法人)全国有

料老人 

ホーム協会及び同協会

の入居者基金制度への

加入状況 

協会への加入 無 ・ 有 

入居者基金制度への加入 無 ・ 有 

利用者アンケート調査、

意見箱等利用者の意見等

を把握する取組の状況 

有 

実施日  

結果の開示 有  無 

 無 
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第三者による評価の実施

状況 

有 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 有 無 

  無 

 

5． 介護を行う場所等 

要介護時(認知症を含む。)

に介護を行う場所 

事業者は、入居者との間で介護保険法及びその他の法令に定める「介

護予防特定施設入居者生活介護」又は「特定施設入居者生活介護」(以

下「特定施設入居者生活介護等」といいます。)の利用契約を締結した

場合、当該契約に基づき、別紙 3 に定める介護範囲の特定施設入居者

生活介護等サービスをケアレジデンスの入居されている居室内におい

て提供します。 

入居後に居

室又は施設

を住み替え

る場合 

従前の居室か

ら別の居室へ

住み替える場

合(判断基準・

手続、追加費

用の要否、居

室利用権の取

り扱い等) 

事業者は、一定の観察期間を設けた上で、入居者に対するより適切

な介護を提供するために必要と判断する場合には、入居者に対し、

ケアレジデンスの他の居室への住み替えを提案することがありま

す。 

この場合には、次の各号に掲げる全ての手続をとります。 

① 事業者の指定する医師の意見を聴く 

② 入居者、身元引受人又は代理人の同意を得る 

ケアレジデンスの他の居室への住み替えにあたっては、入居者、事

業者、身元引受人及び代理人間で、住み替えによる居室面積及び費

用の変更がある場合の前払金の精算方法その他住み替えに関する

事項について別途書面により合意するものとします。 

 

6． 医療 

協力医療機関 

(又は嘱託医) 

の概要及び 

協力内容 

① 

名称 医療法人社団三喜会 新緑ﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ藤が丘 

診療科目 内科 

所在地 横浜市青葉区藤が丘一丁目 37 番地 1 

電話番号 電話：045-508-9161 

距離及び 

所要時間 
同一敷地内 

協力内容 健康相談、入居時健康診断、定期健康診断 他 

② 

名称 医療法人社団三喜会 横浜新緑総合病院 

診療科目 

内科、外科、整形外科、婦人科、眼科、泌尿器科、 

皮膚科、消化器科、循環器科、麻酔科、放射線科、呼

吸器科、リハビリテーション科 

所在地 横浜市緑区十日市場町 1726 番 7 号 

電話番号 電話：045-984-2400 

距離及び 

所要時間 
約 3.6km 車で約 15 分 

協力内容 診察、入院等 
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協力歯科医療機関 

(又は嘱託医) 

の概要及び 

協力内容 

名称 村田歯科医院 

所在地 横浜市青葉区榎が丘 26 番地 5 

電話番号 電話：045-981-1181 

距離及び 

所要時間 
約 1.4km 車で約 10 分 

協力内容 訪問歯科診療 

入居者が医療を 

要する場合の対応 

(入居者の意思確認

、医師の判断、医療

機関の選定、費用

負担、長期に入院

する場合の対応等) 

病気や怪我の治療は、入居者の任意の意思で、自己が自由に選択した医療

機関で受けて頂きます。 

医療費は健康保険の適用を受けてください。入居者の自己負担分及び健康

保険が適用されない場合は、入居者の負担となります。 

入院が長期にわたった場合でも入居契約は継続しますので、退院後は入院

前の居室に戻ることができます。なお、入院期間中も管理費等の月額費用は

お支払い頂きます。 

 

7． 入居状況等 (2021 年７月 1 日現在) 

本施設における 

入居者数及び定員 

① 一般居室（シニアレジデンス）： 

60室・73人／80室（販売室数）・120人（定員） 

② 介護居室（ケアレジデンス）： 

44 室・45 人／48 室（販売室数）・58 人（定員） 

本施設における 

入居者の状況 

性別 男性： 35 人 、 女性： 83 人 

介護の 

要否別 

自立 42 人   

要介護 54 人 要支援 22 人 

 （内訳）  （内訳） 

要介護 1 24 人 要支援 1 13 人 

要介護 2 13 人 要支援 2 9 人 

要介護 3 7 人  

要介護 4 8 人 

要介護 5 2 人 

本施設入居者の 

平均年齢 
88.4 歳（男性 86.9 歳、女性 89.3 歳） 

ケアレジデンスに 

おける運営懇談会の 

開催状況 

(開催回数、設置者の 

役職員を除く参加者数、 

主な議題等) 

定期運営懇談会を年1回開催します。 

その他ケアレジデンスが必要と認めた場合、入居者からの要望が

あり、ケアレジデンスが必要と認めた場合には、随時運営懇談会を開

催致します。 

 

【主な議題】 

①ケアレジデンスの前年度決算の報告 
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8． 本施設における職員体制  

 

（１）職種別職員の数                             (2021 年 7 月 1 日現在) 

 職員数 

常勤換算後の人数 夜間勤務職員数 

(17:15～翌09:15) 

(最少人数) 

備  考 

(資格・委託等)  
うち自立 

対応 

従
業
者

内
訳 

 

支配人 1 (―) １    

副支配人 1 (―) 1   介護福祉士 

介護長 1 (―) 1   
介護サービス部門 

責任者、介護福祉士 

生活相談員 1 (―) 1   

社会福祉士、 

介護支援専門員、 

介護福祉士 

直接処遇職員 33 (3) 28.5 ― 4（2）  

 

介護職員 27 (2) 23.6 ― 3（2） 
介護福祉士、ホーム

ヘルパー1級・2級他 

看護職員 6 (1) 5.6 ― 1（1） 正看護師 

機能訓練指導員 1 (―)     

 

理学療法士 1 (―)     

作業療法士 0 (―)     

その他 ―     

計画作成担当者 1 (―)     

医師 ―     

看護師 1 (―)     

栄養士 1 (―)    給食会社へ委託 

調理員 3 (―)    給食会社へ委託 

事務職員 6 (―)    フロントスタッフ 

その他職員 6 (2)   2（1） 
夜間管理スタッフ 

洗濯パート 

  合計 57 (5)   6（3）  

※職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数を示します。 
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（２）職員の状況 

管理者 

他の職務との兼務 １  あり      ２  なし 

兼務に係る 

資格等 

１  あり 

 資格等の名称  

２  なし 

 
看護職員 介護職員 生活相談員 

機能訓練 

指導員 

計画作成 

担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年1年間の採用者数 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 

前年1年間の退職者数 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

業
務

従
事

経
験
年
数 

応

職
員

人
数 

1 年未満 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 

1 年以上 

3 年未満 
2 1 5 0 0 0 0 0 1 0 

3 年以上 

5 年未満 
1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 

5 年以上 

10 年未満 
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

10 年以上 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

従業者の健康診断の実施状況 １  あり      ２  なし 

 

○ケアレジデンスにおける要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制 

 
前々年度の 

平均値 

前年度の 

平均値 

今年度の 

平均値(※3) 

要支援者の人数 3.3 2.4 2.3 

要介護者の人数 39.8 41.3 44.0 

指定基準上の直接処遇職員の人数※1 21.5 28.08 29.21 

配置している直接処遇職員の人数※2 29.0 29.18 29.21 

要支援者・要介護者の合計数人に対する

配置直接処遇職員の人数の割合 
1.48：1 1.49：1 1.58：1 

常勤換算方法の考え方 常勤職員の週勤務時間 39時間で除して算出 

従業者の勤務体制の概要 

介護職員 

早番 
7：00  ～  16：00 

7：30  ～  16：30 

日勤 8：30  ～  17：30 

遅番 
10：00 ～  19：00 

11：00 ～  20：00 

夜勤 17：00 ～  10：00 

看護職員 
日勤 8：30  ～  17：30 

夜勤 16：30 ～   9：30 

(※1)常勤換算後の人数とします。 

(※2)常勤換算後の人数とし、自立者対応の人数を除きます。 

(※3)今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とします。 
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○介護職員の保健福祉に係る資格取得状況 

社会福祉士 1 人( 1 人) 介護職員実務者研修修了者 4 人(  人) 

介護福祉士 23 人( 5 人) 介護職員初任者研修修了者 6 人(  人) 

介護支援専門員 4 人( 4 人) 資格なし 0 人(  人) 

※資格を複数持っている職員がいる場合は、介護福祉士の順に優先して記入し、他の資格を持っている

職員を( )に外数で記入しております。 

※介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入してお

ります。 

 

9． ケアレジデンスにおける入居・退居等 

入居者の条件 

(年齢、心身の状況 

(自立・要支援 

・要介護)等) 

次のいずれの条件にも該当する方 

【１R】 介護保険制度による要介護認定を受けている方 

【１LDK】 介護保険制度による要支援・要介護認定を受けている方 

     及び介護保険制度による要支援・要介護認定を受けていな

い方 

※介護保険制度による要支援・要介護認定を受けていない方は、要支

援・要介護認定を受けている方との2人入居のみ可能です。 

 

【共通】  

①原則として入居時に満65歳以上である方 

②介護保険制度による要支援、要介護等認定を受けている方で、日常

生活で常時介護の必要な方(入居契約第45条に定める追加入居者を除

く。) 

③介護保険、医療保険に加入されている方 

④常時医療機関において治療する必要のない方 

⑤他の入居者に感染する疾患のない方 

⑥自傷他害の恐れがなく、かつ共同生活が営める方 

⑦代理人、身元引受人、返還金受取人を定める事ができる方 

 

【入居契約第45条に定める追加入居者】 

満60歳以上の健常な配偶者又は満60歳以上の2親等以内の健常な 

親族 
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代理人等の条件及び

責務等 

原則として、入居者1名につき、代理人を1名定めて頂きます。 

入居者が2名の場合には、代理人1名が入居者2名の代理人を兼ねることが

できます。 

また、代理人と身元引受人は兼ねることができます。 

 

【代理人の条件】 

原則として日本国内に居住し、かつ入居者より年齢が若いこと 

 

【代理人の責務等】 

①入居者は、代理人に対し、入居契約の履行に関する一切の権限を 

委託し、これに伴う代理権を付与します 

②代理人は、連帯保証人として、入居契約に基づく入居者の事業者に対

する債務について、入居契約に記載の極度額を限度として入居者と連

帯して履行の責を負います 

身元引受人等の条件 

及び責務等 

原則として、入居者1名につき身元引受人を1名定めて頂きます。 

入居者が2名の場合には、身元引受人1名が入居者2名の身元引受人を兼

ねることができます。 

【身元引受人の条件】 

原則として日本国内に居住し、かつ入居者より年齢が若いこと 

【身元引受人の責務等】 

①連帯保証人として、入居契約に基づく入居者の事業者に対する債務に

ついて、入居契約に記載の極度額を限度として入居者と連帯して履行

の責めを負うとともに、事業者と協議し、必要なときは入居者の身柄を

引き取ります。 

②入居者に関する事業者から身元引受人への連絡・協議等に協力しま

す。 

③入居者が死亡した場合に入居者の身柄及び遺留金品を引き受けま

す。 

返還金受取人 

入居者が死亡した場合に入居契約の終了に伴う返還金の返還を受ける者

として、返還金受取人1名を定めて頂きます。 

入居者が2名の場合には、返還金受取人1名が入居者2名の返還金受取人

を兼ねることができます。 

返還金受取人は、代理人又は身元引受人がこれを兼ねることができます。 

生活保護受給者の 

受入れ対応 
否 ・ 可 
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事業者又は入居者が 

入居契約を解除する 

場合の事由及び 

手続等 

【事業者からの解除の場合】 

①事業者は、入居者が次のア．からキ．のいずれかに該当し、かつ、その

ことが入居契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上

著しく困難と認められる場合に入居契約を解除することができます。 

ア． 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居し

たとき 

イ． 月払家賃(月払方式の場合)、管理費、サービス費その他費用の

支払いを3回以上遅滞し、又は3ヶ月以上滞納した場合 

ウ． 入居契約又は管理規程に違反し、事業者の催告にもかかわらず

是正しない場合 

エ． 入居者の身体的・精神的暴力、不当な言動等により、ケアレジデ

ンスの運営スタッフの人権や職域が侵害され、ケアレジデンスの健

全な運営に支障を来たすおそれがあると事業者が認める場合に

おいて、事業者の催告にもかかわらず是正されない場合 

オ． 入居者の行動が、他の入居者に危害を及ぼすおそれがあり、か

つ入居者に対する通常の介護方法等ではこれを防止することが

できない場合 

カ． 入居契約の規定により事業者が求めたにもかかわらず、新たに入

居者の身元引受人をたてない場合 

キ． その他、上記ア．からカ．に準じる事由が発生した場合 

 

②事業者は、入居者、入居者の家族、身元引受人、代理人又は返還金

受取人等による、事業者の役職員や他の入居者等に対するハラスメン

ト(身体的暴力、精神的暴力及びセクシュアルハラスメントなど。)により

、入居者との信頼関係が著しく害され事業の継続に重大な支障が及

んだときは、入居契約を解除することができます。 

 

③上記①又は②の規定に基づき入居契約を解除する場合、事業者は次

の各手続きを行います。 

ア． 契約解除の通知について90日の予告期間をおきます 

イ． 上記通知に先立ち、入居者、代理人及び身元引受人等(以下「入

居者等」という。)に弁明の機会を設けます 

ウ． 予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先

がない場合には、入居者等、その他関係者・関係機関と協議し、

移転先の確保に協力します 

 

④上記①のエ．又はオ．に基づき入居契約を解除する場合には、事業

者は上記に加えて次の手続きを行います。 

ア． 医師の意見を聴きます 

イ． 一定の観察期間をおきます 

 

⑤上記①から④に関わらず、事業者は、入居者が次のア．からウ．のいず

れかに該当するときは、入居契約第29条の定めにかかわらず、入居契 
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約を解除することができます。 

ア． 入居に関する書類等における重大な不実記載等が入居日前に

発見されたとき 

イ． 不正な手段で入居しようとしていることが入居日前に判明したとき 

ウ． 正当な理由がなく、入居日までに前払金又は敷金が支払われな

かったとき 

 

【入居者からの解約の場合】 

①入居者は、事業者に対して、30 日前までに、書面により解約の申入れ

を行うことにより、入居契約を解約することができます。解約の申入れは

事業者の定める解約届を事業者に届け出ることによって行うものとしま

す。 

※入居者は、入居日の前日までの期間内であれば、書面によって事業

者に通知して、入居契約を解約することができます。 

②入居者が、解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が

入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して 30 日目をもって、

入居契約は解約されたものと推定します。 

 

表明保証 

・無催告解除 

①入居者及び事業者は、相手方に対し、次のア．及びイ．の事項を表明

し、保証するものとし、入居者は、事業者に対し、身元引受人、代理

人、入居契約第 45 条に定める追加入居者及び入居契約第 46 条に定

める滞在者が次のア．及びイ．を充足することを表明し、保証します。 

 

ア． 入居契約締結時及び入居契約締結後において、自ら、自らの役

員・使用人・従業員等、親会社、子会社、又は関連会社(以下総称

して「対象者」という。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしく

はこれらに準ずる者又はこれらの構成員(以下総称して「反社会的

勢力」という。)のいずれにも該当しないこと 

イ． 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、入居契約を締結するもの

でないこと 

 

②上記①のほか、入居者及び事業者は、相手方に対し、対象者が直接・

間接を問わず次のア．からカ．に記載の行為を行わないこと及び今後

も行う予定がないことを表明し、保証するものとし、入居者は、事業者に

対し、代理人、身元引受人、入居契約第 45 条に定める追加入居者及

び入居契約第 46 条に定める滞在者が、直接・間接を問わず次のア．

からカ．記載の行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表

明し、保証します。 

ア． 自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は

法的な責任を超えた不当な要求等の行為 

イ． 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損す

る行為 

ウ． 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金を導入し又は 
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関係を構築する行為 

エ． 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 

オ． 反社会的勢力をして自らの経営に関与させる行為 

カ． ケアレジデンスを反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供

し、又はケアレジデンスに反社会的勢力を入居させ、もしくは反復継続

して反社会勢力を出入りさせる行為 

 

③入居者及び事業者は、相手方が上記①又は②のいずれかに違反して

いると合理的に判断したときは、相手方に対し、何らの催告もなく、入

居者・事業者間の全ての契約を解除することができ、相手方はこれに

対し何ら異議を申し立てないものとします。 

 

④入居者及び事業者は、上記③により解除した場合に、相手方が損害を

被ったとしても、これを一切賠償する義務を負わないものとします。 

前払金及び敷金の 

返還時期 

【前払金の返還時期】 

①入居日の前日までに入居契約が終了した場合 

： 終了後速やかに 

②入居日から 3 ヶ月以内に入居契約が終了した場合 

： 明渡し後 90 日以内 

③入居日から 3 ヶ月経過後かつ想定居住期間内に入居契約が終了した場合 

： 入居契約終了日の翌日から起算して 3 ヶ月以内 

 

※入居契約の終了時期により、返還額は、入居契約の定めに従いそ

れぞれ異なります。 

【敷金の返還時期】 

明渡し後遅滞なく 

前年度における退去

者の状況 

退去先別

の人数 

自宅等 0 人 

社会福祉施設 1 人 

医療機関 0 人 

死亡者 11 人 

その他 2 人 

生前解約

の状況 

施設側の 

申し出 

0 人 

（解約事由の例） 

入居者側の 

申し出 

3 人 

（解約事由の例）点滴治療継続の為 

体験入居の期間及び 

費用負担等 

入居審査後、入居の条件を満たし、所定の健康診断書を提出された方は、

体験入居を経た後、本入居となります。 

期間： 6泊7日を限度。 

費用： 税込 16,500 円(15,000 円＋税※1,500 円)／人・泊 (1 泊 3 食付) 

※消費税率(10％) 

※体験入居中は、介護保険の適用はありません。 
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10． 情報開示 

入居希望者等 
への情報開示 

重要事項説明書の公開  1 公 開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )   2 非公開 

入居契約書の公開  1 公 開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )   2 非公開 

管理規程の公開  1 公 開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )   2 非公開 

財務諸表の公開  1 公 開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )   2 非公開 

事業収支計画の公開  1 公 開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )   2 非公開 

添付書類：別紙 1「『前払金』の算定根拠について」 

別紙 2「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表」 

別紙 3「介護サービス等の一覧表」 
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グランクレール藤が丘ケアレジデンス 号室 

                  様 

 

事業者の代理人 

東京都渋谷区道玄坂一丁目 10 番 8 号 

株式会社東急イーライフデザイン 

代表取締役  林 靖人    印 

 

契約の締結にあたり、利用料の詳細な支払方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書により

説明を行いました。 

●年●月●日 説明者署名                

 

契約の締結にあたり、利用料の詳細な支払方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書により

説明を受けました。 

【入居者】 

 

1 

住所  

氏名  印 

電話   

2 

住所  

氏名  印 

電話  (入居者 1 との関係       ) 

【身元引受人】 

 

1 

住所  

氏名  実印 

電話  (入居者 1 との関係       ) 

2 

住所  

氏名  実印 

電話  (入居者 2 との関係       ) 

【入居者の法定代理人(成年後見人)】 

 1 

住所  

氏名  実印 

電話  
(入居者 1 との関係       ) 

(入居者 2 との関係       ) 

【入居者の代理人】 

 1 

住所  

氏名  実印 

電話  
(入居者 1 との関係       ) 

(入居者 2 との関係       ) 
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別紙 1 

「前払金」の算定根拠について 

 

1． 「前払金」について 

(1) ケアレジデンスでは、家賃相当額の支払方式について前払方式と月払方式を採用していま

す。 

(2) 前払方式とは、｢(事業者が)終身にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を前払金とし

て一括して受領するもの｣(厚生労働省老健局長が定める｢有料老人ホーム設置運営標準指導

指針｣(平成27年3月30日付老発0330第3号)(以下｢指導指針｣という。)及び厚生労働省老健局

高齢者支援課事務連絡｢有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債

務の金額の算定方法の明示について｣(平成24年3月16日付)(以下｢事務連絡｣という。)参照)

で、ご入居者にとっては、居住期間を気にせずに住み続けられる支払方式です。 

 

2． 前払方式の算定式について 

(1) 前払方式の算定の基礎については、指導指針及び事務連絡に定める以下の考え方に拠りま

す。 

【算定の基礎】 

前払金 ＝(前払方式における想定居住期間に応じた1ヶ月分の家賃相当額 

×想定居住期間(月数)) 

＋(想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額) 

【図式】 

 

 

①想定居住期間内の家賃相当額 ②想定居住期間を超えて 

契約が継続する場合に 

備えて事業者が受領する額 

(前払方式における想定居住期間に応じた 1 ヶ月分の 

家賃相当額×想定居住期間(月数)) 

《返還対象分》 《非返還対象分》 

 

(2) (1)のうち、「想定居住期間」と「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が

受領する額」の具体的な算定方法は、事務連絡で示された以下の考え方に拠ります。 

想定居住期間 

 入居者のうち概ね50％の方が入居し続けることが予想される期間として、各有料老人ホームが

それぞれ定める期間のことです。その期間は、入居時の年齢や性別、自立者か要介護者か、な

どに応じて、入居者の平均余命等を勘案して設定されます。 

想定居住期間内の家賃相当額は、想定居住期間内に入居者の死亡又は入居契約の解除もし

くは解約により契約が終了した場合、終了時期に応じてその一部が返金されます。 

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額 

 生存率等を加味して決められる、想定居住期間経過後、入居者の全員が退去する時点までの

将来の家賃負担分です。 

この額は、入居契約が終了しても返還されません。 

  ※入居日から3ヶ月以内に入居契約が終了した場合を除きます。 

前払金 (＝①＋②) 

＋) 
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3． ケアレジデンスにおける具体的な算定根拠について 

(1) 想定居住期間の設定 

想定居住期間は、事務連絡で示された考え方に則り、事業者及びそのグループ会社での介護

付有料老人ホーム(以下、総称して｢当社グループ介護付有料老人ホーム｣という。)の入居者実

績に基づく入居時の年齢、性別等を勘案し、一般社団法人全国特定施設事業者協議会が策

定している自主基準適合審査用シートに記載されている有老協入居者基金（要介護データ）を

用いて、介護付有料老人ホームにおける母集団の居住継続率が概ね50%になる期間を算定し

ました。その上で下表の通り３つの年齢区分に分け、当社グループ介護付有料老人ホームの入

居者実績から想定される入居時平均年齢である83歳を76歳から85歳の区分における基準年齢

とし、65歳から75歳の区分及び86歳以上の区分では、83歳に最も近い75歳及び86歳を各年齢

区分における基準年齢と致しました。以下の通り、基準年齢における想定居住期間をもって各

年齢区分の想定居住期間として決定しています。 

 

年齢(歳) 65～75 76～85 86 歳以上 

想定居住期間(ヶ月) 84 72 60 

 

(2) 想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額の設定 

一般社団法人全国特定施設事業者協議会の自主基準適合審査用シートに記載されている有

老協入居者基金(要介護データ)を用いて、年齢区分毎の基準年齢における前払金合計額に

対する想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額を算定しまし

た。当該額の前払金に対する割合は、入居者に分かりやすい料金体系とするため、各年齢区分

における数値(一桁以下切捨)である 30％として決定しています。 

 

【参考 ： 前払方式選択時の具体例】 

グランクレール藤が丘ケアレジデンス 入居時年齢 88歳 1318号室 

前払金 (①＋②) (総額) 16,680,000 円 

 

①想定居住期間内の家賃相当額 

(前払方式における想定居住期間に応じた1ヶ月分の家賃相当額)×(想定居住期間(月数)) 

 11,676,000 円  (前払金に占める割合は 70 ％) 

                               算定式 ： 194,600 円×60ヶ月 

②想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額 《非返還対象分※》 

 5,004,000 円  (前払金に占める割合は 30 ％) 

※入居日から3ヶ月以内に死亡又は解除もしくは解約により入居契約が終了する場合は、入居契約の

定めに従い返還されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 作成年月日：　　　2021年 4月 1日

（本表は、指導指針の「建物の規模及び構造設備」の主な項目について、適合の有無を確認するものです。）

No. 指針項目 設備の有無 適合・不適合 備考（代替措置・改善計画等）

1
居室

（一時介護室）
適合

2 食堂 有 適合

3 浴室 有 適合

4 便所 有 適合

5 洗面設備 有 適合

6 汚物処理室 有

7 面談室 有 適合

8
医務室

（健康管理室）
無

9 看護・介護職員室 有

10 機能訓練室 有

11 談話室 有

12 洗濯室 有

13 エレベーター 有

14 スプリンクラー 有

15
健康・生きがい

施設
有

16 緊急通報装置 有 適合

18 居室等の出入口 適合

※ 代替措置、改善計画等は、別紙で明記することも可とする。

 （居室内に設置していない場合）

（居室内に設置していない場合）

（要介護者等を入居対象とする場合）

 

（居室内に設置していない場合）

横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表

不適合となっている項目についてチェック

その他（上記項目以外の主な指針不適合事項）

例（必要な職員を配置していない、前払金の保全措置を講じていない等、事業者が入居者に説明すべきと考える事項を記載してください。）

廊下 適合 ※すべての居室が個室で、床面積が18㎡以上であって、
　　かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されている
　　場合は廊下の有効幅員は1.4ｍ以上とすることができる。

17

 （未設置箇所）

個室ではない（相部屋がある）。
面積が13㎡以上(夫婦等居室は一人当たり10.65㎡以上)ない。
界壁で区分されていない。

身体の不自由な者が使用するのに適していない。

常夜灯がない。
手すりがない。

廊下幅が1.8m(1.4m※)以上ない。

引き戸やドアハンドル等を備えていない。

一時介護室 浴室

脱衣室 便所

居室

居室の近くにない。

機能を十分に発揮し得る適当な広さ有していない。

全ての入居者が利用できる適当な規模・数を設けていない。

全ての入居者が利用できる適当な規模・数を設けていない。

全ての入居者が利用できる適当な規模・数を設けていない。

プライバシーの保護に配慮した構造になっていない。



別紙3

【網掛け表示】

（１）.

（２）.

※｢－｣と表示されているサービスについては選択不可です。

※｢協力医療機関｣とは、重要事項説明書に定める協力医療機関を指します。

※｢近隣医療機関｣とは、ケアレジデンスから500m以内の医療機関を指します。

※サービス計画は、ケアレジデンスの計画作成担当者が、入居者個々の健康状態、介護状態等を基に入居者と協議の上、作成致します。

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定（ 有 ）

利用料金に含まれ
る

サービス

介護保険給付及び、利
用料金に含まれるサー

ビス

介護保険給付及び、利
用料金に含まれるサー

ビス

提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価）

　

有 ― ― ―
10時と15時を目安とし
て2回。その他必要に
応じて対応

― ―
10時と15時を目安とし
て2回。その他必要に
応じて対応

― ―

有 ― ― ―
23時、1時、3時、5時
を目安として2時間毎

― ―
23時、1時、3時、5時
を目安として2時間毎

― ―

有 ― ― ― ― ― ― 必要に応じ介助 ― ―

有 ― ― ― 必要に応じて一部介助 ― ― 必要に応じて介助 ― ―

有 ― ― ― ― ― ―
個人の排泄パターンに
応じて介助

― ―

有 ― ― 実費負担 ― ― 実費負担 ― ― 実費負担

有 ― ― ― ― ― ―

有 ― ― ― ― ― ―

有 ― ― ― ― ― ―

有 ― ― ― ― ― ― 必要に応じ介助 ― ―

有 ― ― ― 必要に応じて見守り ― ―
必要に応じ車いす、杖
等使用し介助

― ―

有 ― ― ― ― ― ― ―

有 ― ― ― ― ― ― ―

有 ― ― ―
ｻｰﾋﾞｽ計画に基づき実
施

― ―
ｻｰﾋﾞｽ計画に基づき実
施

― ―

有 24時間対応 ― ― 24時間対応 ― ― 24時間対応 ― ―

　

有 週4回迄 週5回目以降

1,650円/回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

週4回迄 週5回目以降

1,650円/回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

週4回迄 週5回目以降

1,650円/回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

有
（洗濯機で洗える物）
毎日（年末年始、土日
祝日を除く）

業者委託する場合 実費負担
（洗濯機で洗える物）
毎日（年末年始、土日
祝日を除く）

業者委託する場合 実費負担
（洗濯機で洗える物）
毎日（年末年始、土日
祝日を除く）

業者委託する場合 実費負担

有
（ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾒﾆｭｰ）身
体状況に応じて実施

―
（ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾒﾆｭｰ）身
体状況に応じて実施

―
（ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾒﾆｭｰ）身
体状況に応じて実施

―

有 ― 指定日 実費負担 ― 指定日 実費負担 ― 指定日 実費負担

　

有
週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

有
週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

週1回指定日に実費負
担

指定日以外

1,650円/（う
ち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

有
年1回定期健康診断 年2回目以降は任意

健康診断※2
実費負担

年1回定期健康診断 年2回目以降は任意
健康診断※2

実費負担
年1回定期健康診断 年2回目以降は任意

健康診断※2
実費負担

有 指定時間内
健康保険診療の自己
負担分

実費負担
指定時間内 健康保険診療の自己

負担分
実費負担

指定時間内 健康保険診療の自己
負担分

実費負担

有 指定時間内 ― ― 指定時間内 ― ― 指定時間内 ― ―

有 指定時間内 保険診療 実費負担 指定時間内 保険診療 実費負担 指定時間内 保険診療 実費負担

②居室配膳・下膳

月額の介護サービス費(下記(2)に対する利用料を除く。)に含むサービス(介護保険給付対象介護サービス及び
介護保険給付対象外上乗せ介護サービス)

その都度徴収するサービス(介護保険対象外個別介護サービス)

介護サービス等の一覧表

④入浴等

 ・清拭

下表のうち、｢要支援1～2、要介護者1～5｣欄に記載の網掛けで表示されている各サービスが、入居契約に定める｢介護サービス｣に該当します。

 ・おむつ交換

 ・おむつ代

②食事介助

③排泄

区　　　　　分

提供サービスの別

１.介護関連サービス

週2回迄入浴時付添い
介助

週3回以上

1,650円/回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

自　　立　（介護居室36㎡） 要介護１～5　（介護居室18、36㎡）

その都度徴収するサービス その都度徴収するサービス

要支援１～２　（介護居室18、36㎡）

その都度徴収するサービス

サービスの提供内容等

①巡回

 ・昼間　6時～22時

 ・夜間　22時～6時

 ・体位交換

 ・一般浴介助

 ・特浴介助

⑤身辺介助

 ・排泄介助

 ・居室からの移動

 ・衣類の着脱

 ・洗濯

２.生活関連サービス

⑦緊急時対応

 ・定期健康診断

①家事

 ・簡易清掃

 ・医師の往診依頼

 ・役所手続

③理美容

④代行

 ・買物

 ・生活相談

 ・健康相談

３.健康管理関連サービス

必要に応じ介助必要に応じて一部介助
 ・身だしなみ介助

⑥機能訓練

 ・ナースコール



有 ― ― ― 協力医療機関
協力医療機関以外の
近隣医療機関

1,650円/1時間
※1
（うち本体

価格1,500円、
消費税150円）

協力医療機関
協力医療機関以外の
近隣医療機関

1,650円/1時間
※1
（うち本体

価格1,500円、
消費税150円）

有
協力医療機関又は近隣
医療機関への同行

― ―
協力医療機関又は近隣
医療機関への同行

― ―
協力医療機関又は近隣
医療機関への同行

― ―

有
協力医療機関又は近隣
医療機関週1回

協力医療機関又は近
隣医療機関週2回目
以降

1,650円/1回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

協力医療機関又は近隣
医療機関週1回

協力医療機関又は近
隣医療機関週2回目
以降

1,650円/1回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

協力医療機関又は近隣
医療機関週1回

協力医療機関又は近
隣医療機関週2回目
以降

1,650円/1回
（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）

　

有 随時実施 材料費 実費負担 随時実施 材料費 実費負担 随時実施 材料費 実費負担

有 随時実施 材料費 実費負担 随時実施 材料費 実費負担 随時実施 材料費 実費負担

（※1）時間単位で料金が設定されているサービスの提供時間は、サービスを提供する本施設スタッフが、本施設を外出してから本施設に戻るまで
　　　 の時間で算出致します。

（※2）2回目の定期健康診断は、訪問診療を行うクリニックの医師の判断又は入居者の希望により実施します。

・イベント

 ・お見舞い等（お見舞
い、連絡、洗濯物交換
等）

 ・入退院・緊急時同行

５.その他サービス

・アクティビティ

・通院同行

４.病院への同行、入院中のサービス


